
叙
任
権
闘
争
前
の
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ン
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に
お
け
る
貴
族
支
配
制

早

ノ

良

弥

【
要
約
】
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ラ
ン
ト
形
式
の
廟
議
は
、
既
成
権
力
の
存
在
し
な
い
北
独
に
お
い
て
、
い
ち
早
く
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
カ
ロ
リ
ソ
グ
末
期
よ

リ
ザ
ク
セ
ン
部
族
に
編
入
さ
れ
た
、
テ
ユ
…
リ
ン
デ
ン
、
及
び
東
部
辺
境
域
に
お
い
て
も
、
そ
の
傾
向
は
著
る
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
叙
任
権
闘
争

前
よ
り
、
ま
ず
、
辺
境
の
諸
司
教
座
は
国
王
政
策
の
担
い
手
と
な
り
、
王
権
よ
り
豊
か
な
嵜
進
を
受
け
、
潴
え
て
イ
ン
ム
ニ
テ
…
ト
、
国
王
バ
ン
な
ど
を
獲

得
し
て
、
領
域
亥
配
権
の
基
礎
を
固
め
た
。
ま
た
、
世
［
俗
の
有
力
嵐
只
族
は
、
そ
の
自
由
世
襲
領
を
基
底
と
し
、
官
一
職
、
グ
ラ
ー
フ
権
、
レ
ー
ン
な
ど
を
集
積

し
な
が
ら
、
独
立
的
な
麦
配
領
域
を
形
戒
し
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
未
熟
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
早
期
の
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
か
た
ち
づ
く
っ

た
も
の
も
み
ら
れ
る
。

ま
　
え
　
が
　
き

　
一
〇
七
五
年
よ
り
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
る
叙
任
権
闘
争
が
、
ド
イ

ツ
中
世
政
治
史
に
お
い
て
、
電
つ
と
も
斎
き
頂
点
を
な
す
こ
と
は
、

も
は
や
説
明
す
る
ま
で
竜
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
闘
争
期
は
、
ま
さ

に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ラ
ン
ト
形
成
へ
の
傾
斜
が
、
ほ
ぼ
決
定
さ
れ
る

時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ラ
ン
ト
形
成
の
繭
芽
は
、
こ
の
時
に
始

め
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
、
そ

の
先
駆
的
な
形
態
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
由
世
襲
領
を

主
た
る
権
力
基
盤
と
な
も
、
更
に
官
職
、
封
な
ど
の
諸
権
利
を
集
中

さ
せ
な
が
ら
、
初
歩
的
に
で
は
あ
る
が
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を

か
た
ち
づ
く
り
つ
つ
あ
っ
た
貴
族
支
配
綱
の
展
開
で
あ
る
。
し
か
し
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で
そ
の
傾
向
は
、
南
区
に
比
し
て
、
北
部
ド
イ
ツ
に
よ
り
顕
著
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
、
既
成
権
力
の
存
し
な
い
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

領
域
支
配
権
形
成
へ
の
条
件
は
恵
ま
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
、
さ
き
に
筆
者
は
、
叙
任
権
闘
争
直

前
期
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
聖
俗
諸
貴
族
の
支
配
権
に
つ
い
て
検
討
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
し
、
そ
の
実
体
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
こ
こ
ろ
み
た
。
そ
の
際
、
考

察
の
中
心
は
、
ザ
ク
セ
ン
の
中
部
及
び
東
部
に
お
か
れ
、
爾
部
の
ヴ

ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
、
及
び
東
部
辺
境
域
に
つ
い
て
は
保
留
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
竜
、
早
く
か
ら

有
力
な
貴
族
支
配
制
が
展
開
し
、
後
に
は
強
力
な
ラ
ン
ト
を
形
成
し

つ
つ
、
ド
イ
ツ
政
治
史
、
国
論
史
の
重
要
な
環
を
な
す
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
東
部
辺
境
域
及
び
そ
れ
に
接
す
る
テ
ユ
ー
リ
ソ

ゲ
ソ
地
方
を
考
察
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
は
、
最
初
か
ら
強
固
な
独
立
し
た
部
族
を
形
成

す
る
こ
と
な
く
、
一
〇
・
一
一
世
紀
に
は
、
固
く
ザ
ク
セ
ン
部
族
に

結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
て
、
当
時
、
東
部
辺
境
域
に
て
辺

境
七
絶
を
掌
握
し
、
ま
た
そ
こ
に
支
配
権
を
発
展
さ
せ
得
た
の
は
、

特
に
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
の
貴
族
で
あ
っ
た
。
但
し
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ

ソ
の
森
よ
り
南
の
地
域
は
、
グ
ラ
ー
プ
フ
ェ
ル
ト
○
槻
ρ
σ
常
呂
を
中

心
と
し
て
早
期
よ
リ
ァ
ラ
ソ
ケ
ソ
部
族
と
結
合
し
、
や
が
て
は
フ
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
ケ
ソ
の
東
北
部
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で

は
、
北
に
て
ザ
ク
セ
ン
に
接
す
る
ヘ
ル
メ
川
流
域
よ
り
、
テ
ユ
ー
リ

ソ
ゲ
ソ
の
森
に
い
た
る
地
域
に
中
心
を
お
き
、
叙
任
権
闘
争
直
前
期

に
お
け
る
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
形
成
の
事
情
を
眺
め
る
こ
と
に

す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
稿
に
て
な
お
不
充
分
で
あ
っ
た
貴

族
支
配
制
の
構
造
に
つ
き
、
い
さ
さ
か
で
も
補
う
と
こ
ろ
あ
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

①
出
貿
誘
魯
鋒
δ
臼
乙
Q
Q
3
暮
凶
日
竃
響
①
㌶
潔
震
●
踏
錺
σ
Q
．
く
．
瓢
◎
貸
入
ヨ
嘗
・

　
固
④
切
①
．
に
所
収
の
諸
論
文
参
照
。

②
　
拙
稿
「
叙
任
権
闘
争
直
前
期
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
貴
族
支
配
制
」
（
『
西

　
洋
史
学
』
五
〇
口
万
、
昭
和
三
六
年
）

③
＜
σ
q
パ
汽
．
じ
ご
。
ω
押
剛
第
巳
＾
窪
¢
ヨ
。
。
0
9
お
昭
・

一
　
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
支
配

　
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
地
方
に
は
古
く
、
か
な
り
大
規
模
な
帝
函
が
存

　
　
　
④

し
て
い
た
。
ウ
ソ
シ
ュ
ト
ル
ト
川
流
域
に
中
心
を
お
く
こ
の
帝
国
の

内
部
構
造
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
、
奢
修
な
副
葬
撮
を
も
つ
墓
の
存
在
よ
り
、
帝
国

に
は
、
政
治
の
頂
点
に
た
つ
国
王
の
ほ
か
に
、
豪
族
層
…
が
あ
っ
た
と
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思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
大
土
地
と
隷
属
民
と
を
亀
つ
ヘ
ル
で
あ
り
、
ま

た
、
こ
の
地
に
少
か
ら
ず
存
在
し
た
と
さ
れ
る
城
砦
は
、
一
部
は
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
豪
族
層
の
拠
点
で
あ
っ
た
ろ
う
。
帝
国
瓦
解
後
、
九
世
紀
末
に
ザ

ク
セ
ン
の
リ
ウ
ド
ル
フ
イ
ソ
グ
家
縦
薮
。
ヨ
路
σ
q
興
が
登
場
す
る
ま

で
の
間
に
、
こ
の
地
域
に
フ
ラ
ン
ク
の
支
配
が
浸
透
し
て
い
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
、
本
論
の
予
備
的
考

察
と
し
て
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
支
配
の
経
過
を

た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

　
〔
台
所
ヴ
ィ
ソ
グ
期
〕
テ
ユ
！
リ
ソ
ゲ
ソ
帝
国
は
五
三
一
年
、
テ

ウ
デ
リ
ッ
ヒ
一
世
に
よ
り
征
服
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
テ
訊
ー
リ
ン

ゲ
ン
は
独
立
性
を
失
い
、
フ
ラ
ン
ク
王
権
…
に
対
し
て
、
ω
O
プ
≦
①
ぎ
N
貯
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
ど
の
貢
納
の
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
テ
ウ
デ

リ
ッ
ヒ
は
、
征
服
の
際
に
援
助
を
受
け
た
ザ
ク
セ
ン
人
に
、
ウ
ソ
シ

ュ
ト
ル
ト
川
以
北
、
ノ
ル
ト
テ
ユ
ー
リ
ソ
グ
ガ
ウ
翼
○
巳
楼
主
ヨ
σ
q
－

σQ

ﾏ
二
地
域
へ
、
の
定
住
を
認
め
、
ウ
ソ
シ
ュ
ト
ル
ト
川
、
ヘ
ル
メ
川
流

域
が
ほ
ぼ
ザ
ク
セ
ン
、
テ
為
…
リ
ソ
ゲ
ソ
両
地
域
の
境
界
と
な
っ
た
。

し
か
し
て
、
五
五
五
一
六
年
に
ザ
ク
セ
ン
人
は
ク
ロ
タ
ー
ル
一
世
に

　
　
　
　
　
　
　
⑦

対
し
て
反
乱
を
起
し
、
反
乱
に
は
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
人
竜
参
加
し
た

が
、
そ
九
は
テ
。
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
人
争
い
ち
は
や
く
示
し
え
、
フ
ラ
ン

ク
支
配
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
っ
た
ろ
う
。
反
乱
失
敗
後
ま
も
な
く
、

ザ
ク
セ
ン
人
は
ラ
ソ
ゴ
パ
ル
ト
王
ア
ル
ボ
イ
ソ
≧
げ
。
ぎ
の
イ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
⑧

ア
遠
征
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
時
に
ザ
ク
セ
ン
人
が
放
置
し
た
ウ
ソ
シ

ュ
ト
ル
ト
川
北
域
に
は
、
ク
ロ
タ
ー
ル
王
に
よ
る
フ
リ
ー
セ
ソ
人
及

び
セ
ム
ノ
ー
ネ
ン
ω
O
H
ご
昌
O
跡
O
雛
の
植
一
民
伴
か
行
わ
れ
、
彼
偽
り
は
プ
リ

ー
セ
ソ
フ
ェ
ル
ト
　
舅
門
δ
。
。
2
属
。
匡
及
び
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
ガ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
。
プ
宅
ρ
び
§
α
Q
欝
鐸
地
域
に
定
住
し
た
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
ザ
ク
セ

ン
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ン
境
隙
介
域
へ
の
フ
ラ
ン
ク
王
権
…
に
よ
る
糖
陣
民
者

の
導
入
は
、
い
ま
だ
そ
の
支
配
の
子
忌
さ
れ
て
い
な
い
両
地
域
の
結

合
を
、
あ
ら
か
じ
め
制
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
暫
く
フ
ラ
ン
ク
支
配
の
事
情
に
つ
い
で
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
や
が
て
七
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に

は
一
連
の
太
公
が
登
場
し
て
く
る
。
即
ち
、
ラ
ト
ゥ
ル
フ
菊
p
α
着
捨

ル
ナ
ふ
ア
イ
蜀
露
○
α
漕
　
へ
一
一
ア
ソ
譲
①
伽
③
昌
（
α
O
H
　
＞
一
け
O
冠
O
）
℃
ゴ
ツ
ベ

ル
ト
　
∩
甲
O
N
げ
Φ
層
什
”
一
ア
ナ
［
ト
・
ウ
パ
ル
ト
　
↓
げ
④
○
げ
げ
ρ
一
け
憎
及
び
へ
ー
ゴ
ノ

ン
（
鳥
鍵
智
薦
。
お
）
ら
の
諸
太
公
で
あ
る
。
彼
ら
の
権
力
、
系
譜
な

ど
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
明
ら
か
に
し
得
ず
、
僅
か
に
ラ
ト
ゥ
ル
フ
、

テ
オ
ト
ゥ
バ
ル
ト
、
　
へ
！
デ
ン
（
9
械
岩
品
。
器
）
に
つ
い
て
若
気
の

己
と
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
、
ラ
ト
。
ル
フ
拭
、
ダ
ゴ
ベ
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魁

ル
ト
一
世
に
よ
っ
て
太
公
に
任
命
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
人
で
あ
っ
た
。

彼
の
権
力
の
拠
点
は
ウ
ソ
シ
ュ
ト
ル
ト
川
流
域
に
お
か
れ
た
よ
う
で
・

あ
り
、
彼
は
そ
こ
で
ジ
ギ
ベ
ル
ト
三
世
に
対
し
反
乱
を
こ
こ
ろ
み
て

い
る
。
そ
の
際
｝
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
の
貴
族
曲
腰
が
、
こ
の
ラ
ト
ゥ
ル

フ
の
反
乱
を
支
持
し
た
こ
と
は
、
ラ
ト
ゥ
ル
フ
・
も
ま
た
ア
ウ
ス
ト
ラ

シ
ア
貴
族
層
の
出
自
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

彼
が
自
ら
を
「
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
王
で
あ
る
と
み
な
し
た
」

　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
い
う
史
家
の
記
述
は
注
撮
さ
れ
る
。
次
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
拠

点
を
お
く
テ
オ
ト
ゥ
パ
ル
ト
及
び
へ
！
デ
ソ
も
ま
た
フ
ラ
ン
ク
人
で

噸
の
h
ソ
、
麟
曾
に
へ
一
詞
ア
ソ
の
三
一
ブ
オ
ド
ゥ
｛
フ
ダ
目
げ
①
O
幽
増
9
“
ρ
は
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ー
ス
ー
ー
モ
ー
ゼ
ル
地
方
の
帝
国
貴
族
家
に
鵬
叙
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
て
ヘ
ー
デ
ソ
は
、
七
〇
四
年
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
ヴ
ィ
ル

リ
ブ
ロ
ル
ド
芝
臼
ぴ
鴫
9
・
（
一
に
ア
ル
ソ
シ
ュ
タ
ッ
ト
諺
毎
簿
ρ
α
紗

ミ
ュ
ー
ル
ベ
ル
ク
霧
薫
9
φ
モ
ン
ラ
ソ
R
§
第
に
お
け
る
所
領

を
、
ま
た
七
一
六
な
や
に
は
同
じ
く
ヴ
ィ
ル
リ
ブ
μ
ル
ド
に
ハ
ム
メ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ブ
ル
ク
鵠
勲
白
日
①
ぴ
霞
σ
q
周
辺
の
所
領
を
寄
進
し
た
。
つ
ま
り
、
ヘ

ー
デ
ソ
は
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
の
森
の
南
北
に
あ
る
大
型
の
グ
ル
ソ
ト

ヘ
ル
で
あ
っ
た
。
な
お
、
ヴ
ィ
ル
リ
ブ
ロ
ル
ド
は
こ
れ
ら
の
寄
進
地

の
う
ち
ア
ル
ソ
シ
ム
タ
ッ
ト
の
竜
の
を
七
エ
六
年
、
エ
ヒ
テ
ル
ナ
ッ

69　（875）



ハ
修
道
院
に
、
ま
た
ハ
ム
メ
ル
ブ
ル
ク
の
も
の
を
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル

ク
修
道
院
に
、
そ
れ
ぞ
れ
与
え
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
の
太
公
は
フ

ラ
ン
ク
貴
族
層
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
王
権
に
よ
ゆ
太
公
に
任
命

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
國
行
政
に
参
与
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
他
方
彼
ら
は
、
そ
の
自
生
的
権
力
基
盤
に
た
っ
て
、
比
較
的
独

立
し
た
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
そ
の
独
立
度
は
、
ラ
ト
ゥ
ル
フ
の
場

合
に
は
痛
ら
を
王
と
み
な
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
テ
ユ
ー
リ

ン
ゲ
ソ
に
お
け
る
太
公
捌
は
ヘ
ー
デ
ソ
を
竜
っ
て
終
り
を
つ
げ
る
。

当
時
、
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
に
は
、
。
・
①
・
ぎ
奮
℃
同
・
σ
富
℃
。
薯
｝
ξ
δ

℃
琶
。
窟
。
・
㌧
或
は
く
三
ヨ
謬
巴
ゆ
9
と
呼
ば
れ
る
上
層
部
が
あ
っ

や
彼
ら
が
フ
ラ
ン
ク
人
で
あ
る
墾
テ
・
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
人
で
あ
る

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
と
も
に
土
地
所
有
者
と

し
て
土
着
豪
族
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
八
世
紀
初
め
、

テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
は
政
治
的
混
乱
が
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る

が
、
或
は
こ
れ
が
太
公
制
の
終
末
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
伝
」
記
者
に
よ
る
と
、
こ
の
混
乱
は
太
公
テ

オ
ト
ゥ
バ
ル
ト
と
へ
ー
デ
ソ
と
の
専
制
（
墜
巴
窪
目
ω
）
に
因
を
求
め

　
　
⑮

ら
れ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
拡
大
す
る

太
公
権
に
対
す
る
豪
族
層
の
反
抗
で
あ
っ
た
と
欝
え
よ
う
。
し
か
し

て
そ
の
結
果
が
、
フ
ラ
ン
ク
王
権
に
よ
る
太
公
制
の
挫
折
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
メ
ロ
ヴ
ィ
ソ
グ
末
期
に
お
け
る
、
フ
ラ
ン
ク
王
権
の
テ
ユ
ー
リ
ソ

ゲ
ン
支
配
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
注

口
さ
れ
る
こ
と
は
、
七
二
五
年
よ
P
始
ま
る
ボ
ニ
フ
”
ノ
テ
ィ
ウ
ス
の

活
動
で
あ
る
。
先
述
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
ヴ
ィ
ル
リ
ブ
ロ
ル
ド
は
、

フ
リ
ー
セ
ソ
に
て
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
彼
が

へ
ー
デ
ソ
か
ら
土
地
を
獲
得
し
、
そ
の
一
部
を
エ
ヒ
テ
ル
ナ
ッ
ハ
、

ヴ
ァ
イ
セ
ソ
ブ
ル
ク
両
修
道
院
に
寄
進
し
た
こ
と
は
既
述
し
た
と
う

り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
両
修
道
院
は
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
も
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
、
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
修
道
院
は
エ
ア
フ
ル

ト
局
汰
震
悼
に
ペ
テ
ル
ス
修
道
院
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

ヴ
ィ
ル
リ
ブ
留
ル
ド
は
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
て
も
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ

ウ
ス
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
」
ウ
ス
は
ま
ず
七

二
五
年
、
オ
ー
ル
ド
ウ
ル
フ
○
貯
臼
鼠
に
修
道
院
を
建
設
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
　
フ
ー
ゴ
出
替
σ
q
O
及
び
ア
ル
ボ
ル
ト
≧
σ
o
ざ
が

　
　
　
　
　
　
　
⑯

寄
進
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
ア
ル
ボ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
後
の
ケ
ー

フ
エ
ル
ソ
ブ
ル
ク
家
計
鋒
Φ
露
げ
g
義
興
　
の
祖
先
と
も
推
測
さ
れ
て
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叙猛権闘争前のテユーリンゲソにおける貴族支配鯛（早州）

　
⑰

い
る
。
所
で
、
教
皇
グ
レ
ゴ
ー
ル
三
世
は
、
五
人
の
く
三
営
簿
σ
q
箒
憎

⇔
9
に
書
簡
を
送
り
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
へ
の
従
順
を
こ
う
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
の
で
あ
る
が
、
上
の
ア
ル
ボ
ル
ト
竜
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
道
が
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ

に
お
け
る
豪
族
層
の
支
援
な
く
し
て
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示

す
で
あ
ろ
う
。
そ
分
後
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
七
四
一
年
に
エ
ア

フ
ル
ト
司
教
座
を
建
設
し
、
ザ
ク
セ
ン
及
び
ス
ラ
ヴ
人
へ
の
伝
道
の

　
　
　
　
　
　
⑲

拠
点
と
な
し
た
。
し
か
し
て
エ
ア
フ
ル
ト
司
教
は
、
マ
イ
ソ
ツ
大
司

教
た
る
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
O
げ
。
同
葺
ω
o
げ
○
｛
で
あ
り
、
　
テ
ユ
ー

リ
ソ
ゲ
ソ
は
セ
イ
ソ
ツ
大
司
教
座
の
司
教
管
区
に
編
入
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
活
動
は
、
テ
ユ
ー
リ

ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
教
会
組
織
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
帝
国
行
政
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
竜
あ
っ
た
ろ
う
。

　
〔
ヵ
ロ
リ
ソ
グ
期
〕
カ
ー
ル
一
世
に
よ
る
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
支
配

は
、
そ
の
教
会
政
策
に
顕
著
な
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

カ
ー
ル
は
七
七
五
年
に
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
を
帝
国
修
道
院
と

し
て
獲
得
し
て
以
来
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
一
連
の
王
領
地
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

或
は
十
分
の
一
税
を
嵜
許
し
て
い
っ
た
（
簗
　
表
）
。
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル

775N779

780

786

802

その他

1。villa　SalzungenのZehnte

2．　Fiskalgttter　Mihla　a．　d．　XVerra　Ze｝inte

　　及びTennstedt

3．　Fiskus　Aplast　（unbek．），　locus　Mifhl－

　　hausenに附属するgurtes，及びZehnte

4．　villae　Zimmern，　Gotha，　｝lasalaha　（un－

　　bek．）のZehntc

5．St．　Peter　im　Fiskus　Lupnitz及び

　　LupnitzのZehnte

HochseegauにおけるZehnte
villa　Dorndorf　a．　d．　Werra

Gttter　in　Salza　u．　K6rner

Werra川流域，　GQtha，　Erfurt周辺，　Wei’

mar北域，　Unstrut，　Helme規流域での
Guter

第1表 Karl　1．によるK1．　Hersfcldへの寄進

　　　　　　酔

ト
修
道
院
は
、
そ
の
時
ま
で
に
、
．
す
で
に
他
の
ヘ
ル
達
か
ら
多
く
の

寄
進
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
領
は
、
ゴ
ー
タ
O
o
鋳
ρ

周
辺
、
ラ
ソ
ゲ
ソ
ザ
ル
ツ
ァ
目
㊤
5
σ
Q
Φ
離
ω
巴
N
勲
周
門
辺
、
ミ
ュ
！
ル
ハ

ウ
ゼ
ソ
竃
¢
ゴ
夢
ρ
質
ω
Φ
⇒
北
部
、
　
ア
ル
ソ
シ
ュ
タ
ッ
ト
か
ら
ゲ
ー
ベ

ゼ
ー
○
⑦
げ
①
ω
①
①
に
い
た
る
ゲ
ラ
川
流
域
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
北
域
か

ら
ウ
ン
シ
ェ
ト
ル
ト
川
に
い
た
る
地
域
、
及
び
イ
ル
ム
川
下
流
域
な
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麟

ど
に
散
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道

院
は
、
カ
ー
ル
よ
り
寄
進
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
北
東
の
ホ
ヅ
ホ

ゼ
：
ガ
ウ
頃
o
o
げ
ω
①
Φ
σ
q
雲
か
ら
ヴ
ェ
ル
ラ
州
に
い
た
る
ま
で
の
、

ほ
ぼ
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
中
央
部
に
て
、
そ
の
影
響
力
を
強
め
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
修
道
院
は
、
た
だ
そ
の
所
領
の

、
所
在
を
広
げ
た
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
所
領
を
有
し
て
い
た
地
域

で
は
、
更
に
そ
の
間
に
寄
進
さ
れ
た
王
領
地
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
、
そ

の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
ま
と
ま
り
を
闘
め
得
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
カ
！
ル
一
世
は
、
こ
の
修
道
院
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
支
配
を
遂
行
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ほ
か
に
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
て
大
型
の
グ
ル
ソ
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
を
形
成
し
た
も
の
と
し
て
は
フ
ル
ダ
修
道
院
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
即
ち
、
　
フ
ル
ダ
修
道
院
も
ま
た
ゾ
ソ
デ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
　
ω
O
㌣

α
O
税
財
ρ
自
ω
①
P
ゴ
ー
タ
、
エ
ア
フ
ル
ト
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ア

ル
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
周
辺
を
中
心
と
し
て
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ン
一
帯
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

所
領
を
有
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
修
道
院
の
掌
握
も
、
テ
ユ
ー

リ
ソ
ゲ
ソ
支
配
の
一
環
を
な
す
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
、
岡

修
道
院
に
対
す
る
王
権
に
よ
る
両
奇
進
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
全
体
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

じ
て
、
僅
か
に
五
例
に
す
ぎ
ず
（
第
二
表
）
、
ヘ
ル
ス
フ
瓢
ル
ト
修
道

1〈arlmann

Kar1王。

Ludwig王．

Karl　l工1．

Arnulf（確認）

llofgut　Gerstungen

Sooden　a．　d．　Werra

villa　Salzungen

Bechstedt村

Guter　bei　Muhlhausen

第2表　王権によるK1．　Fuldaへの寄進

フ
ラ
ン
ケ
ソ
地
方
の
修
道
院
を
し
て
、

た
の
で
あ
っ
た
。

　
カ
ー
ル
一
世
の
政
策
に
つ
い
て
、
上
の
教
会
政
策
以
外
に
顕
著
な

も
の
は
ほ
か
に
何
屯
知
ら
れ
ず
、
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
も

殆
ん
ど
明
ら
か
で
な
い
。
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の

知
り
得
る
グ
ラ
ー
フ
は
僅
か
に
一
例
で
あ
る
。
即
ち
、
七
八
○
年
、

ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
に
寄
進
さ
れ
た
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
に
お
け

る
十
分
の
一
税
は
、
二
人
の
グ
ラ
ー
フ
、
ア
ル
ベ
リ
ッ
ヒ
≧
げ
①
識
。
げ

と
マ
ル
凱
ア
ル
ト
蜜
錠
o
O
9
乙
に
よ
っ
て
…
徴
収
さ
れ
て
い
た
も
の

院
の
場
合
ほ
ど
に
は
明
確
な
政
策
が
行
わ

れ
た
と
は
言
え
な
い
。
カ
！
ル
一
世
の
政

策
は
、
瀞
専
ら
ヘ
ル
・
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
に

そ
の
重
心
を
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
な

お
、
　
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
、
フ
ル
ダ
両
修
道

院
と
も
に
フ
ラ
ン
ケ
ソ
に
所
在
す
る
竜
の

で
あ
る
。
上
述
し
た
如
く
、
テ
ユ
：
リ
ソ

ゲ
ソ
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
末
期
よ
リ
マ
イ
ン

ツ
司
教
管
区
と
し
て
組
織
さ
れ
、
王
権
は

す
で
に
早
く
か
ら
フ
ラ
ン
ク
化
し
て
い
た

　
　
　
　
　
そ
の
教
会
政
策
の
対
象
と
し
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⑳

で
あ
る
。
彼
ら
グ
ラ
ー
フ
の
も
っ
て
い
た
権
能
は
、
十
分
の
一
税
徴

収
以
外
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
寄
進
に
関
連
す

る
と
思
わ
れ
る
文
書
に
よ
る
と
、
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
に
て
、
十
分
の

一
山
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
王
領
地
の
中
心
に
は
、
若
干
の

城
砦
が
あ
っ
た
。
恐
ら
く
グ
ラ
ー
フ
は
こ
れ
ら
の
城
砦
を
拠
点
と
な

し
、
軍
事
指
揮
権
、
裁
判
権
な
ど
を
託
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
換
書
す
れ
ば
、
グ
ラ
ー
フ
は
王
領
地
に
関
し
て
、
　
一
般
的
な

管
理
、
行
政
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ー
フ
が
、
他
の
王
領
地
に
も
存

在
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
力
嘱
ル
一
世
以
後
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
カ
ロ
リ
ソ
グ
王

権
の
支
配
に
つ
い
て
は
暫
く
詳
細
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
や
が
て
九

世
紀
中
葉
に
な
る
と
、
新
た
に
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
王
権
の

担
い
手
と
し
て
一
連
の
◎
琵
乃
至
鑓
錠
。
罠
。
が
登
場
し
て
く
る
。

即
ち
、
八
四
九
年
春
り
九
〇
八
年
に
い
た
る
ま
で
の
、
タ
…
ク
ル
フ

日
騨
9
冒
巳
酒
ラ
ー
ト
ゥ
ル
フ
菊
節
げ
巳
め
ポ
ッ
ポ
ー
勺
O
℃
唱
ρ
コ
ン

ラ
ー
ト
隈
○
導
暮
”
及
び
ブ
ル
カ
ル
ト
切
舞
○
げ
錠
伽
ら
で
あ
る
。
彼

ら
の
Q
ぽ
×
乃
至
ヨ
鍵
。
臨
。
と
い
う
称
号
は
、
　
味
う
ま
で
も
な
く

そ
の
有
力
な
貴
族
家
幽
自
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら

は
そ
の
自
生
的
な
支
配
権
に
依
る
と
と
も
に
、
国
境
の
軍
事
揖
揮
権

を
握
る
な
ど
、
王
権
へ
の
接
近
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も

ま
た
、
彼
ら
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
タ
ー
ク
ル
フ
や
ポ
ッ
ポ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
、
時
に
8
諺
①
ω
簿
鳥
山
×
o
り
。
舜
玄
9
雛
ヨ
三
。
。
と
呼
ば
れ
た
。
当

蒔
、
実
際
に
は
ゾ
ル
ベ
ソ
・
マ
ル
ク
ω
o
旨
諺
鍔
乾
期
な
る
も
の
は

設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
ゾ
ル
ベ
ソ
・
マ
ル
ク
と
テ
ユ
ー
リ
ソ

ゲ
ソ
と
は
同
一
視
さ
れ
得
る
竜
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
称

号
は
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
国
境
防
備
者
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
っ
た
し
、
事
実
、
タ
ー
ク
ル
フ
、
ラ
ー
ト
ゥ
ル
フ
、
ポ
ッ
ポ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
辺
境
の
闘
い
に
て
指
揮
を
と
っ
て
い
る
。
タ
ー
ク
ル
フ
、
ラ
ー
ト

ゥ
ル
フ
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
以
外
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

　
三
人
目
の
ポ
ッ
ポ
ー
が
テ
ユ
！
リ
ソ
ゲ
ソ
に
て
α
g
銃
と
呼
ば
れ

る
の
は
、
ほ
ぼ
八
八
○
年
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ケ
ソ
北

部
ダ
ラ
ー
ブ
フ
ェ
！
ル
ト
を
中
心
に
権
力
を
有
し
て
い
た
バ
ー
ベ
ン

ベ
ル
グ
家
切
ρ
ぴ
窪
げ
會
σ
Q
角
の
出
自
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
フ
ラ
ソ
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ソ
太
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
第
で
あ
っ
た
。
所
で
、
ポ
ッ
ポ
ー
が
曾
習

で
あ
っ
た
時
期
は
、
よ
う
や
く
ザ
ク
セ
ン
の
リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家

ζ
巳
。
露
工
事
が
北
部
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
も
そ
の
支
配
を
及
ぼ

し
始
め
た
時
で
あ
っ
た
。
　
即
ち
、
　
オ
ッ
ト
ー
明
敏
公
　
○
卑
○
熱
Φ
同
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、
国
二
勲
q
o
洋
Φ
は
八
七
七
年
、
始
め
て
テ
ソ
シ
ュ
テ
ッ
ト
8
Φ
欝
μ
珍
①
象

及
び
グ
ロ
ー
セ
ソ
エ
ー
リ
ッ
ヒ
　
O
H
O
ゆ
①
昌
Φ
日
誌
。
び
に
て
グ
ラ
ー
フ

と
称
さ
れ
る
。
同
年
、
ル
！
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
三
世
は
、
．
ガ
ソ
デ
ル
ス
ハ

イ
ム
修
道
院
に
テ
ソ
シ
ュ
テ
ッ
ト
及
び
グ
ロ
ー
セ
ソ
エ
ー
リ
ッ
ヒ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

お
け
る
く
＝
観
を
寄
進
し
た
。
こ
の
修
道
院
は
オ
ッ
ト
ー
の
父
リ
ウ

ド
ル
フ
の
建
立
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
同
修
道
院
へ
の
寄
進
は
、
リ

ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
の
進
出
に
対
応
す
る
竜
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

て
オ
ッ
ト
ー
の
妻
ハ
ト
ゥ
イ
麟
暮
げ
巳
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ソ
太
公
ハ
イ

ン
リ
ッ
ヒ
の
娘
で
あ
っ
た
。
こ
の
婚
姻
に
よ
る
両
家
の
結
合
は
、
一

方
に
て
リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
の
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
進
出
を
容
易
に

し
た
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
の
権
力
を
強
め
る
こ

と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
王
権
は
こ
の
両
者
の
結
合
に
対
し
、
八
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

二
年
、
コ
ソ
ラ
イ
ト
を
曾
×
と
し
て
抵
抗
せ
し
め
ん
と
す
る
。

　
認
ソ
ラ
…
ト
は
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ケ
ソ
の
コ
ソ
ラ
…
デ
ィ
！
ナ
！

麟
9
肖
製
袋
5
鍵
の
娼
自
で
あ
っ
て
、
後
の
国
王
コ
ソ
ラ
ー
ト
一
世
の

父
で
あ
る
。
彼
の
任
命
は
、
北
の
リ
ゥ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
と
南
の
バ

ー
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
と
の
聞
に
襖
を
打
ち
こ
む
竜
の
．
で
あ
っ
た
。
諏
ソ

ラ
ー
ト
は
国
王
よ
リ
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ソ
周
辺
に
レ
ー
ン
を
与
え
ら

九
た
億
か
、
　
ゼ
ム
メ
ル
ダ
　
ω
α
ヨ
ヨ
①
乙
2
及
び
イ
ル
ム
川
畔
ト
ゥ

レ
プ
ラ
縛
毒
σ
第
に
も
恐
ら
く
王
権
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
所
領

　
　
⑳

を
得
て
、
リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
に
対
抗
し
た
。
し
か
し
、
同
家
の

南
進
は
こ
れ
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
八
九
七
年
ま
で
に
オ
ッ
ト

ー
は
ア
イ
ヒ
ス
フ
ェ
ル
ト
国
8
プ
段
鉱
α
に
て
グ
ラ
」
フ
権
を
獲
得

し
た
。
他
方
、
コ
ソ
ラ
ー
ト
は
早
く
八
九
工
年
に
曾
属
の
地
位
を

放
棄
し
、
更
に
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ソ
周
辺
の
所
有
を
フ
ル
ダ
修
道
院

　
　
　
　
⑳

に
譲
渡
し
た
。
ヘ
ッ
セ
ソ
に
権
力
基
盤
を
も
つ
コ
ソ
ラ
！
デ
ィ
ー
ナ

に
と
っ
て
き
り
ウ
ド
ル
フ
ィ
ン
グ
家
の
ア
イ
ヒ
ス
フ
ェ
ル
ト
へ
の
進

出
に
よ
妙
ヘ
ヅ
セ
ソ
か
ら
分
断
さ
れ
た
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ソ
周
辺
の

領
有
は
、
も
は
や
何
の
利
益
も
持
た
ら
さ
ず
、
コ
ン
ラ
ー
ト
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
中
立
的
な
フ
ル
ダ
修
道
院
に
寄
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、

コ
ソ
ラ
ー
ト
は
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
よ
り
後
退
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
暫
く
は
ブ
ル
カ
ル
ト
が
テ
ユ
！
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る

匹
煽
×
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
　
一
〇
世
紀
の
始
め
に
、
バ
！
ペ

ソ
ベ
ル
ク
家
は
コ
ソ
ラ
ー
ー
ブ
ィ
ー
ナ
ー
と
の
フ
ェ
ー
メ
ア
に
破
れ
，
て
グ

ラ
ー
プ
フ
ェ
ル
ト
に
お
け
る
権
力
を
失
っ
た
。
ブ
ル
カ
ル
ト
は
代
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
グ
ラ
ン
プ
フ
ェ
ル
ト
に
グ
ラ
ー
フ
権
を
獲
得
し
、
リ
ウ
ド
ル
フ
ィ

ソ
グ
家
と
対
す
る
こ
と
に
な
つ
允
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
オ
ッ
ト
ー

は
、
九
〇
八
年
ま
で
に
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
の
俗
入
修
道
院
長

74　（880）



叙任権闘争前のテ＃．　一一リンデンにおける費族支醗舗（早川）

　
　
　
　
　
　
　
⑰

び
a
Φ
嵩
欝
げ
伴
と
な
り
、
　
テ
浩
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
広
く
そ
の
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
に
な
っ
た
。
．
そ
し
て
九
一
三
年
、
ザ
ク
セ
ン
太
公
ハ
イ
ン
リ

ッ
ヒ
は
、
ブ
ル
カ
ル
ト
の
子
、
ブ
ル
カ
ル
ト
と
バ
ル
ド
！
ヒ
d
ρ
註
◎

　
　
㊥

を
撃
ち
、
以
後
、
リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
に
よ
る
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ

支
配
が
開
始
さ
れ
る
。

　
以
上
、
カ
ロ
リ
ソ
グ
期
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
グ
ラ
ー

フ
シ
ャ
フ
ト
制
が
く
ま
な
く
掩
い
、
そ
れ
に
よ
る
強
固
な
帝
国
行
政

組
織
が
完
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

テ
ユ
！
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
い
て
知
ら
れ
る
官
職
的
グ
ラ
ー
フ
は
、
先
述

の
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
に
お
け
る
グ
ラ
ー
フ
の
ぽ
か
に
は
、
上
の
バ
ル

ド
ー
が
フ
ス
ィ
テ
ィ
ソ
ガ
ウ
頃
葺
。
。
三
昌
σ
q
ρ
幻
に
て
グ
ラ
：
フ
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
、
と
い
う
例
の
み
で
あ
る
。
カ
ロ
リ
ソ
グ
支
配
の
担
い
手
と
な
っ

た
の
は
、
ま
ず
前
半
に
お
い
て
は
、
特
に
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院

を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ケ
ソ
の
教
会
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
後
半
で
は

一
連
の
曾
拷
で
あ
っ
た
。
後
者
の
う
ち
、
バ
！
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
の

ポ
ッ
ポ
ー
、
及
び
コ
ソ
ラ
ー
デ
ィ
ー
ナ
ー
の
コ
ソ
ラ
ー
ト
は
い
ず
れ

も
フ
ラ
ン
ケ
ソ
の
有
力
貴
族
で
あ
り
、
ブ
ル
カ
ル
ト
竜
ま
た
バ
ー
ベ

ン
ベ
ル
グ
家
の
後
を
う
け
て
、
グ
ラ
ー
プ
フ
ェ
ル
ト
に
支
配
権
を
二

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
却
ち
、
カ
ロ
リ
ン
グ
王
権
は
、
蒋
に
フ
ラ
ン
ケ

ソ
に
お
い
て
強
力
な
実
力
を
有
す
る
貴
族
層
を
、
そ
の
国
家
支
配
に

参
与
さ
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、
リ
ウ
ド
ル
フ

ィ
ソ
グ
家
の
進
出
を
ま
え
に
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
土
着
化
す
る
こ

と
も
な
く
、
部
族
太
公
権
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
最

後
の
α
二
図
、
ブ
ル
カ
ル
ト
は
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
所
領
を
有
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ザ
ク
セ
ン
太
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
攻
撃

に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
そ
の
攻
撃
に
参
加
し
た
ヨ
陣
猷
＄
ω
に
与
え
ら
れ

　
　
　
　
　
⑲

た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
以
後
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
は
ザ
ク
セ
ン

部
族
に
固
く
結
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
み
る
。

④
帝
国
は
、
ほ
ぼ
ノ
＜
3
舜
馴
、
聾
9
河
に
嫁
さ
ま
れ
、
南
は
テ
ユ
ー

　
リ
ソ
ゲ
ソ
の
森
周
辺
か
ら
、
北
は
ハ
ル
ッ
周
辺
を
含
ん
で
、
更
に
○
げ
「
①

　
川
に
い
た
る
。

⑤
≦
．
Q
Q
・
霞
①
ω
ε
σ
Q
聲
圃
）
δ
国
暮
ω
3
ぎ
茜
自
葭
び
拶
民
①
ω
び
①
霞
。
。
。
冨
津

　
（
お
鳶
ソ
ω
’
ω
N
∴
韻
■
O
ρ
巳
“
o
欝
σ
勲
＝
①
ひ
｝
鳥
貸
切
霞
α
Q
ロ
謬
α
鴇
。
轟
。
。
？

　
げ
餌
津
げ
Φ
沖
感
鶏
0
2
ヨ
㊤
鐵
。
博
（
○
冠
償
冨
＆
ρ
σ
q
①
口
島
興
ヨ
磨
け
9
巴
け
隅
顕
。
臣
Φ
ロ

　
奢
。
｝
け
．
お
㎝
Q
◎
・
に
所
収
Y
ω
‘
綜
O
｛
．

⑥
螢
勺
霧
N
ρ
U
δ
目
暮
ω
言
ぎ
欝
σ
q
（
剛
葭
い
蒙
密
終
。
旨
ω
畠
既
叶
ぎ
日
漆
－

　
誌
ご
σ
q
o
戸
ピ
目
⑦
搾
（
お
8
）
”
Q
Q
‘
濠
∴
＜
σ
q
轡
8
営
簿
ヨ
騨
ユ
裟
。
誘
Φ
げ
＝
宰

　
σ
Q
。
塁
雛
麟
鷲
ω
8
営
○
ξ
◎
a
o
o
影
9
自
ρ
ω
Q
っ
．
器
罫
○
醇
ヨ
■
y
＜
．
ぼ
●

⑦
ご
げ
Φ
村
窯
ω
8
ユ
器
犀
竃
8
冠
信
ヨ
（
三
9
ω
o
D
恥
①
プ
諸
臼
。
甫
‘
6
0
臼

　
H
H
噸
）
讐
ω
’
卜
。
○
。
9

⑧
℃
鴛
愛
心
一
蹴
g
謎
層
9
編
。
σ
簿
銭
。
誉
導
（
駕
○
・
も
り
ρ
器
が
い
診
嶺
。
ダ
y
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洋
①
．

⑨
の
琶
。
・
ぎ
σ
・
g
費
費
ρ
ω
．
鼻
。
。
∴
℃
冒
・
》
p
ρ
ω
「
代
目
9

⑩
O
冒
。
勤
8
議
了
ρ
奏
①
蝕
2
暮
轟
写
巴
。
σ
q
舞
嵩
の
蝕
2
騨
ω
自
9
（
ン
｛
9

　
　
0
。
ω
．
窓
脱
．
窓
無
。
≦
噛
8
魯
ρ
．
H
H
・
）
㍉
＜
．
謡
　
　
　
　
　
　

⑳
p
¶
勲
．
○
二
目
＜
．
Q
。
メ
ニ
屈
品
。
ヨ
ω
。
汐
8
0
二
戸
σ
q
す
。
。
・
。
・
⇔
。
凶
豪
G
げ
鋒
．
．
．

⑫
切
。
。
・
押
節
．
鈴
○
‘
の
鳥
。
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

⑬
団
．
蒙
護
ρ
蛍
①
〉
α
・
§
＜
舞
断
婁
毒
σ
・
審
。
・
ゆ
爵
薯
ソ
画
一
ぎ
巨
彰
。
，

　
　
（
お
・
。
圃
ソ
ω
」
①
認
畠

⑭
≦
葭
管
巴
α
p
≦
霞
ω
胸
む
ご
8
一
貯
。
F
＜
目
期
b
。
ω
乱
○
跨
ざ
一
μ
ρ
≦
霞

　　

ﾖ
●
切
。
葺
皇
室
×
霞
●
（
9
℃
●
竃
お
障
ρ
℃
弩
。
δ
σ
登
奮
夕
霞
一
三
。
・

　
　
8
。
ヨ
・
。
。
り
．
）

⑮
芝
帥
羅
夢
乙
ρ
＜
員
轡
b
。
ω
．
　
　
⑭
○
縛
三
二
ρ
メ
メ
丸
く
・

⑰
℃
暮
N
ρ
費
斜
P
Q
α
■
馬
・

⑲
鑑
9
国
毛
¶
回
H
H
■
ω
』
①
。
。
囁
く
σ
q
ピ
雌
ゲ
ω
。
三
無
g
．
薫
ぎ
三
雲
ゆ
窪
7

　
　
夢
試
霧
白
凌
臼
①
蝕
ユ
。
。
臨
陣
。
匿
爵
琶
象
①
σ
・
琶
σ
q
野
心
。
冨
。
。
（
6
恕
y

　
　
ω
「
葛
ω
鉾
9
岳
8
ρ
×
目
×
●

　
　
　
≦
鑓
笹
伊
a
p
×
．
ω
ド
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℃
霧
N
。
る
』
．
9
。
鳥
●
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作
成
。

費
欝
○
こ
Q
臼
倫
零
栖
　
　
⑳
斜
費
○
‘
Q
。
陰
画
総
蝿
．

斜
9
．
○
‘
Q
D
・
朝
O
’
よ
り
作
成
。

ω
。
露
①
ω
藷
2
ρ
「
費
ρ
ω
「
『
ゆ
∴
劉
墓
る
る
・
ρ
の
・
㎝
ω
・

d
b
d
．
燦
鶏
ω
電
9
H
ワ
。
。
メ
（
財
『
ω
。
窪
。
毘
品
①
ぴ
p
p
ρ
Q
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’
刈
ε

ω
量
亀
品
2
p
劉
ρ
ω
』
・
。
｛
．
も
葺
ρ
野
斜
ρ
。
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’
①
ρ

中
甦
。
げ
¢
γ
国
霧
N
O
σ
・
ε
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環
轟
餌
該
鴛
冨
博
げ
訪
8
ρ
（
9
σ
聾
チ
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二叙任権闘争前のテユーリソゲンにおける費族支配鯛（早川）

　
　
　
　
二
　
東
部
辺
境
三
三
教
会
に
よ
る
領
域
支
三
権
形

　
　
　
　
　
　
成
へ
の
萌
芽

　
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
進
出
し
て
き
た
り
ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
は
、

太
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
時
に
い
た
っ
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
家
支
鷺
宮

を
固
め
た
。
即
ち
、
ま
ず
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
ブ
ル
カ
ル
ト
の
子
ら
を

繋
ち
、
　
ま
た
彼
は
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
伯
家
の
エ
ル
ヴ
ィ
ソ
国
戦
≦
冨

の
娘
を
妻
と
し
、
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
、
フ
リ
ー
セ
ソ
フ
ェ
ル
ト
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

け
る
エ
ル
ヴ
ィ
ソ
の
遺
領
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
て
九
一
九
年
、
ハ

イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
王
位
に
つ
い
た
。
し
か
し
前
節
よ
り
明
ら
か
な
如
く
、

確
固
た
る
帝
国
行
政
組
織
の
存
し
な
か
っ
た
こ
の
地
域
に
て
、
王
権

は
新
た
に
聖
俗
諸
貴
族
に
行
政
を
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
他
方
、
諸

貴
族
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
支
配
権
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
国
王
政
策
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
、
東
方
諸
教

会
領
域
支
配
権
の
進
展
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
し
か
し
、
本
節
の
本
論
に
入
る
ま
え
に
、
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
の
教

会
政
策
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
初
に
こ

こ
で
み
ら
れ
る
顕
著
な
教
会
政
策
は
、
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
と

王
権
と
の
澗
で
行
わ
乳
た
土
地
の
交
換
で
あ
る
。
即
ち
、
ハ
イ
ン
リ

ッ
ヒ
一
世
は
九
三
二
年
、
三
通
の
文
書
に
よ
っ
て
、
次
い
で
オ
ッ
ト

ー
一
世
は
九
四
八
年
、
九
四
九
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、
ま
た
オ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ト
ー
二
世
は
九
七
九
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
修
道
院
と
土
地
を
交
換
し
た
。

そ
の
結
削
果
、
王
権
酬
は
ホ
ヅ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
及
び
フ
リ
ー
セ
ソ
フ
ェ
ル
ト

に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
ヘ
ル
ス
フ
ユ
ル
ト
修
道
院
の
土
地
及
び
十
分

の
一
挙
を
獲
得
し
た
。
　
他
方
、
修
道
院
は
、
ア
ル
ト
ガ
ウ
〉
罫
σ
q
2

ヴ
ェ
ズ
ト
ガ
ウ
≦
¢
珍
σ
q
ρ
～
ラ
ン
グ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ガ
ウ
ピ
ρ
顕
σ
q
妻
苫
甲

σQ

X
タ
　
特
に
ア
ル
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
近
辺
に
土
地
を
集
積
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
て
以
上
の
交
換
に
よ
っ
て
、
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
東

北
部
に
お
け
る
同
修
道
院
の
所
領
が
全
て
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
の
勢
力
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
代
っ
て

こ
こ
で
は
、
メ
ム
レ
ー
ベ
シ
修
道
院
が
国
王
よ
り
寄
進
を
受
け
て
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

力
を
竜
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
所
が
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
卸
量
は
一
〇
〇

七
年
に
パ
ソ
ベ
ル
ク
司
教
座
を
創
設
し
、
フ
ラ
ン
ケ
ソ
に
お
け
る
教

会
政
策
を
遂
行
し
た
。
そ
の
た
め
に
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
は
そ

の
財
産
の
一
部
を
バ
ン
ベ
ル
ク
司
教
座
の
所
有
に
移
転
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
艶
廻
院
に
メ
ム
レ
！
ベ
ソ
修
道
院
を
寄
進
し
た
。
か

く
し
て
再
び
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
は
、
フ
リ
ー
セ
ソ
フ
エ
ル
ト
、
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ボ
ヅ
ホ
ぜ
ー
ガ
ウ
に
権
ガ
を
も
っ
こ
と
に
な
り
脳
そ
の
後
、
ザ
リ
エ

ル
朝
諸
王
か
ら
も
ホ
ッ
ホ
ゼ
！
ガ
ウ
周
辺
、
及
び
ヴ
ェ
ス
ト
ガ
ウ
、

ゲ
ル
マ
ル
マ
ル
ク
Ω
O
目
ヨ
多
門
ヨ
磐
臨
（
鵡
な
ど
に
所
搬
繊
を
桶
順
し
て
い
っ
た

　
　
　
⑬

の
で
あ
る
。
ほ
か
に
同
修
道
院
は
、
ヴ
ェ
ル
ラ
川
中
流
域
に
て
、
森

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

林
バ
ソ
を
獲
得
し
て
い
る
。

　
ヘ
ル
ス
フ
エ
ル
ト
修
一
廻
院
の
ほ
か
に
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
て
…
勢

力
を
ほ
こ
っ
た
の
は
、
フ
ル
ダ
修
道
院
で
あ
っ
た
。
同
修
道
院
も
ま

た
、
カ
ロ
リ
ソ
グ
期
以
来
の
所
領
に
加
え
て
、
新
た
に
世
俗
の
ヘ
ル
、

及
び
ザ
ク
セ
ン
朝
諸
王
、
な
ら
び
に
瓢
ソ
ラ
ー
ト
工
世
よ
り
寄
進
を

受
け
榊
特
に
・
ハ
イ
ソ
リ
・
ヒ
ニ
世
に
よ
っ
て
・
ル
ご
・
ツ

ぴ
毛
二
言
　
に
お
け
る
森
林
．
ハ
ソ
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
コ
ソ
ラ
ー
ト

ニ
世
よ
リ
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
・
ネ
ト
ウ
ラ
猛
①
鐸
ρ
、
を
獲
得
し
た

　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
ほ
か
に
マ
イ
ソ
ツ
大
司
教
生
馬
テ
ユ
ー
リ
ン

ゲ
ソ
に
て
権
利
を
竜
ち
、
そ
の
所
領
は
ア
イ
ヒ
ス
フ
ェ
ル
ト
か
ら
ラ

ソ
ゲ
ソ
ザ
ル
ツ
ァ
　
い
p
賢
σ
q
o
同
義
巴
N
斜
地
域
、
及
び
ヴ
ェ
ル
ラ
川
か
ら

ゴ
！
タ
、
エ
ア
フ
ル
ト
を
へ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
に
い
た
る
地
帯
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

つ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
大
司
教
座
に
対
す
る
王
権

の
政
策
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
ら
の
権
力
を
基
盤
と
し
て
、
以
上

三
つ
の
帝
国
教
会
は
、
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
領
域
支
配
権
を

ど
の
て
い
ど
に
ま
で
形
成
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
σ
し
か
し
こ
の
賜
題

は
、
フ
ラ
ン
ケ
ソ
、
ヘ
ッ
セ
ソ
に
お
け
る
各
教
会
の
領
域
政
策
と
竜

関
連
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
解
明
は
今
後
の

検
討
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
東
部
辺
境
に
臼
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
オ
ッ
ト
；

一
世
か
ら
始
ま
る
と
こ
ろ
の
教
会
高
権
政
策
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

欝
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
王
権
に
よ
る
東
方
政
策
の
一
環
を
な
す

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
辺
境
に
お
け
る
新
設
の
諸
教
会
は
、
先

述
の
如
く
、
王
権
の
政
策
に
参
与
し
な
が
ら
、
後
に
み
ら
れ
る
ラ
ン

ト
形
成
へ
の
基
礎
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
〔
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
座
〕
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
に
は
、
す
で
に
カ

ロ
リ
ン
グ
時
代
に
城
砦
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
は
こ

こ
に
九
三
七
年
、
モ
ー
リ
ッ
ツ
修
道
院
を
建
立
し
、
更
に
九
六
二
年

に
は
そ
れ
を
大
司
教
座
に
昇
格
さ
せ
た
。
こ
の
大
司
教
座
は
、
ブ
ラ

ン
デ
ン
ブ
ル
ク
、
聖
遷
フ
ェ
ル
ブ
ル
ク
、
マ
イ
セ
ソ
、
メ
：
ル
ゼ
ブ

ル
ク
及
び
ツ
ァ
イ
ッ
の
諸
司
岩
座
を
統
括
す
る
首
都
司
教
座
と
し
て
、

東
方
政
策
の
一
大
拠
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
す
で
に
大
司

教
座
昇
格
以
前
に
、
モ
！
リ
ッ
ツ
修
道
院
は
ノ
ル
ト
テ
ユ
ー
リ
ソ
グ

ガ
ウ
冥
O
a
夢
費
営
σ
q
σ
Q
ρ
煽
を
中
心
と
し
て
、
　
エ
ル
ベ
河
ー
ザ
：
レ
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叙任権闘争前のテユーリンゲソにおける貴族支配制（早川）
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規
左
岸
に
多
く
の
土
地
を
寄
進
さ
れ
て
い
た
が
、
ほ
か
に
国
境
を
こ

え
て
、
ギ
ー
ビ
ッ
ヘ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
○
δ
ぼ
。
げ
①
器
げ
鉱
P
　
口
ー
テ

ン
ブ
ル
ク
図
○
陸
げ
。
購
ぴ
信
目
σ
q
リ
　
ニ
ー
ム
ブ
ル
ク
窯
冷
ヨ
ぴ
償
門
σ
q
な
ど
の

諸
ブ
ル
ク
周
辺
の
土
地
、
及
び
辺
境
域
に
お
け
る
公
課
、
十
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

税
の
徴
収
権
を
獲
得
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
、
　
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト

修
道
院
と
の
交
換
に
よ
り
王
の
手
中
に
帰
し
て
い
た
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ

ウ
に
お
け
る
所
領
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
大
司
教
座
へ
の

四
升
加
拾
後
竜
、
　
ザ
ク
セ
ン
高
歯
マ
エ
は
エ
ル
ベ
㍊
凹
ー
ザ
ー
レ
川
語
凹
岸
に
曲
豆

か
な
寄
進
を
続
け
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
同
教
会
の
所
領
は
、
　
エ

ル
ベ
河
左
岸
で
は
、
モ
ー
リ
ッ
ツ
修
道
院
時
代
の
も
の
と
合
わ
せ
て
、

特
に
ノ
ル
ト
テ
ユ
ー
リ
ソ
グ
ガ
ウ
に
焦
φ
中
し
、
辺
境
域
で
も
そ
の
勢

力
を
固
め
た
。
と
り
わ
け
辺
境
域
で
は
、
一
連
の
ブ
ル
ク
乃
至
ブ
ル

ク
ヴ
ァ
ル
ト
ゆ
二
同
α
疑
乏
斜
目
α
の
両
奇
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
三
焦
さ
れ

る
（
第
三
表
）
。
そ
れ
ら
は
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
東
に
隣
接
す
る
司
教

管
区
の
北
、
　
モ
リ
ツ
ィ
ア
ニ
㌶
o
賦
巴
霞
監
域
、
　
及
び
同
司
教
管
区

の
爾
、
ヌ
デ
ィ
ツ
ィ
　
累
¢
a
9
ネ
レ
ク
テ
ィ
ツ
ィ
覧
Φ
冨
。
賦
9
域

に
集
中
し
て
、
二
つ
の
中
心
を
な
し
て
お
砂
、
そ
の
他
の
所
領
・
も
ほ

ぼ
こ
の
両
域
に
集
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
て
、
大
司
教
座
に
対
す
る
高

権脳

ｭ
「
笛
小
は
、
窺
耳
ら
オ
ッ
ト
ー
諸
帝
い
に
よ
る
も
の
で
あ
・
り
、
ザ
リ
エ
ル

79　（885）



Rothenburg　DOI．　230（961）

CR”盾撃b．
?．aD，g　｝　DOI’　278（965）

器磁｝…293（965）

驚｝・一29（966）

chartau

robau

uchau

ohren

erben
eelitz

erchau

rneburg

retzel

rohse

　DOII．

2（967）

OII．　270（983）

）OI王1．139（993）

OH工．246（997）

OIII．　247（997）

HII．　111（lee6）

HII．237（1011）

HII．242（le12＞

3表 agdeburg大司教座に寄進されたBurg

至Burgward

権
に
よ
る
寄
進
は

め
て
少
い
。
し
か

、
同
教
会
は
す
で

ザ
ク
セ
ン
朝
時
代

そ
の
権
利
を
固
め

い
た
と
思
わ
れ
る
。

〇
〇
九
年
の
ハ
イ

リ
ッ
ヒ
無
給
の
文

　
　
　
⑭

に
よ
る
と
、
マ
グ

ブ
ル
ク
大
顎
明
甜
教
座

所
領
は
嘆
。
説
？

器
と
呼
ば
れ
、
大

謂
教
及
び
フ
ず
ー
ク

の
権
力
の
下
に
お

か
れ
て
い
た
。
こ
の

。
≦
⇔
o
㌶
①
と
い
う
記
述
は
、
同
教
会
の
所
領
が
か
な
り
の
ま
と

り
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か

て
大
司
教
座
は
イ
ソ
ム
ニ
テ
ー
ト
を
も
ち
、
ま
た
フ
ォ
！
ク
ト
を

由
に
選
ぶ
権
利
を
搭
載
し
て
い
た
。
更
に
テ
ユ
…
リ
ソ
ゲ
ソ
、
そ

V魚

ｩに

ｨ
上
り
瞬
O
鵡
川
繕
幅
下
一
で
」
鶴
閏
丁
工
。
ハ
ソ
を
与
え
避
り
山
仙
、
　
フ
ォ
ー
ク
ト
叶
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

判
権
、
高
権
を
行
使
し
得
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ト
任
命
に
あ

っ
て
は
、
な
お
国
王
の
同
意
を
要
す
る
と
い
う
王
権
の
保
留
は
あ

た
が
、
大
司
教
座
は
他
の
世
俗
権
力
、
特
に
司
教
管
区
と
管
轄
地

を
岡
じ
く
す
る
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
い
欝
霧
騨
N
辺
境
伯
権
か
ら
独
立
し

、
そ
の
領
域
を
掌
握
、
支
配
し
た
で
あ
ろ
う
。

〔
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
砿
教
座
〕
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
四
教
座
は
九
山
ハ

年
の
建
設
で
あ
る
が
、
こ
の
教
会
が
王
権
に
よ
る
政
策
の
対
象
と

っ
た
の
は
、
　
ま
ず
オ
ッ
ト
ー
二
世
の
時
で
あ
っ
た
。
　
即
ち
、
　
国

は
同
司
教
座
に
国
境
内
外
の
土
地
を
審
進
し
て
そ
の
権
力
を
高
め

と
し
た
。
辺
境
域
に
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
に
は
、
や
は
り
ツ
ヴ
ェ

カ
ウ
N
宅
。
巳
ハ
ρ
タ
　
マ
グ
デ
ボ
ー
ン
鼠
ゆ
σ
q
Ω
㊦
ぴ
。
同
詳
　
コ
ー
レ
ン

。
び
壇
①
詳
ネ
ル
カ
ウ
累
①
賊
。
げ
ρ
9
タ
ウ
ハ
　
6
9
自
。
げ
2
　
シ
ュ
ケ
ウ

ィ
ッ
ツ
　
Q
Q
o
三
お
山
畠
騨
却
ツ
ヴ
ァ
イ
メ
ン
N
妻
㊦
一
ヨ
①
昌
な
ど
の
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ク
乃
至
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
オ
ッ
ト

三
世
は
同
司
教
座
を
放
棄
し
、
一
時
こ
の
教
会
政
．
策
は
中
断
さ
れ

。
し
か
し
や
が
て
ハ
イ
ソ
リ
ッ
ヒ
ニ
世
は
一
〇
〇
四
年
に
司
教
座

再
建
し
、
そ
の
政
策
を
新
た
に
開
始
し
た
。
即
ち
、
国
王
は
ホ
ッ

ゼ
ー
ガ
ウ
、
及
び
メ
…
ル
ゼ
ブ
ル
ク
辺
境
域
に
、
ツ
ヴ
ェ
ソ
カ
ウ
幽

0　（8S6）
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N
毛
⑦
一
面
《
ρ
函
　
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
一
鴎
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
を
始
め
、
榊
石
馬

　
　
　
　
　
　
⑪

の
寄
進
を
な
し
た
。
し
か
し
、
岡
司
教
座
が
獲
得
し
た
も
の
は
、
必

ず
し
竜
再
建
以
前
の
権
利
を
全
て
含
む
も
の
で
は
な
い
。
ネ
ル
カ
ウ
、

コ
ー
レ
ソ
は
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
座
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
し
、
マ
グ
デ
ボ
ー
ソ
、
タ
ウ
ハ
、
ツ
ヴ
ァ
イ
メ
ソ
に
つ
い
て
は
報

皆
が
な
い
。
そ
の
後
、
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
教
座
は
、
　
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
三
世
か
ら
・
も
レ
ー
ス
ニ
ッ
ヒ
い
α
ゆ
ゑ
α
q
及
び
シ
ュ
ケ
ウ
デ
ィ
ッ
ツ

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ω
O
霞
お
煽
象
欝
附
近
に
土
地
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
　
同
司
教
座
が
権

力
を
固
め
た
の
は
す
で
に
ハ
イ
ソ
リ
ッ
ヒ
ニ
世
の
時
で
あ
っ
た
。
マ

グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
座
の
支
配
領
域
に
繭
で
接
す
る
こ
の
司
教
座
の

権
力
は
、
大
司
教
座
の
そ
れ
に
比
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
亀
の

で
も
な
く
、
ま
た
領
域
の
ま
と
ま
り
も
い
ま
だ
比
較
的
…
強
い
も
の
で

は
な
か
つ
、
た
。
し
か
し
同
司
教
座
も
ま
た
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
、
フ

ォ
…
ク
ト
を
霞
由
に
選
ぶ
権
利
、
及
び
国
王
バ
ソ
を
有
し
て
い
た
の

　
　
　
、
⑯

で
あ
っ
て
、
そ
の
支
配
領
域
を
他
権
力
か
ら
治
外
さ
せ
得
た
と
推
測

さ
れ
る
。

　
　
〔
マ
イ
セ
ソ
及
び
ツ
畔
，
イ
ツ
ー
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
両
司
教
座
〕
ザ
ク

セ
ン
の
教
会
特
権
政
策
に
よ
り
そ
の
権
力
を
高
め
た
上
記
二
つ
の
教

会
に
対
し
て
、
マ
イ
セ
ソ
及
び
ッ
ァ
イ
ツ
ー
ナ
ゥ
ム
ブ
ル
ク
爾
司
教

座
の
権
…
力
発
展
は
、
特
に
ザ
リ
エ
ル
凱
…
隣
代
に
顕
一
者
な
・
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
、
呼
イ
セ
ソ
司
教
座
は
九
六
七
年
の
創
設
で
あ
る
が
、
ザ
ク
セ

ン
朝
時
代
、
ハ
イ
ソ
リ
ッ
ヒ
ニ
世
よ
り
同
司
教
管
区
金
域
に
わ
た
つ

iin　Treben　DI－IIV．　80（1062）

im　Schrebi七z　DH王Vユ18（1064）

im　Pesterwitz　DHIV．　212（1068）

im　Lettben

im　Zade1

im　1’Iochau

im　XVosice

im　Bautzen

DH王V．227（1069）
　　　　　　　　　ぷ
D王三IV．275（1074）

　　　　　　　　　ぷ
DHエV．410（1090）

｝DH・腰丈

i’IIMn　Mii3．；ilErmiiEiliiitz　Doiil’i’sr4（gg3）

2DI／ie，rbiiitz　IDHi1．　i24（ioo7）

1’tkckau　D｝IIII．　59〈104e）

Zschaitz　DHIII．165（1046）

第4X　MeiBe鷺司教座にに寄進された，或は寄進の所在

　　　　する，　Burg乃至〕3urgward　＊は偽文爵

て
寄
進
を
受
け
た
。
し
か
し

て
ザ
リ
エ
ル
朝
時
代
に
は
い

る
と
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
、

　
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
東
食
よ
り
多

く
の
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
な
ど

を
獲
得
し
て
い
っ
た
（
第
四

表
）
。
　
そ
の
結
果
、
　
マ
イ
セ

．
ソ
司
教
座
は
ダ
レ
ミ
ソ
ツ
イ

宇
戸
δ
ヨ
ぎ
蕊
域
を
中
心
と

し
て
そ
の
権
力
を
固
め
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ

か
に
同
司
教
座
の
所
領
は
、

司
瓢
朕
欝
錨
区
外
の
V
ピ
ュ
ッ
ハ
ウ

℃
ρ
O
げ
P
鈍
ト
ヴ
レ
ー
ベ
ソ

弓
話
σ
①
ジ
ま
た
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー

ガ
ウ
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ペ
ソ
ガ

8！　（887）



ウ
に
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
後
者
ニ
ガ
ウ
に
お
い
て

獲
得
し
た
土
地
は
、
後
述
の
マ
イ
セ
ソ
辺
境
伯
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
ニ
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
豊
玉
を
・
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
ツ
一
，
イ
ッ
司
教
座
は
九
六
七
年
に
創
設
さ
れ
、
ま
ず
オ
ッ

ト
ー
二
世
、
オ
ッ
ト
ー
三
世
は
ツ
ァ
イ
ツ
を
始
め
プ
オ
ン
ツ
ォ
ウ

℃
葺
O
⇔
N
O
芝
ρ
域
に
、
　
続
い
て
ハ
イ
ン
リ
ヅ
ヒ
一
一
世
は
ト
イ
ヘ
ル
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

8
窪
。
げ
④
諺
周
辺
に
寄
進
を
な
し
た
。
そ
の
後
、
一
〇
二
八
年
に
コ

ソ
ラ
ー
ト
ニ
世
は
司
教
座
を
ッ
ァ
イ
ツ
か
ら
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
に
移
し
、

ザ
リ
エ
ル
王
権
に
よ
る
教
会
政
策
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、

コ
ソ
ラ
ー
ト
ニ
世
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
は
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
周
辺
、

及
び
ツ
ル
バ
N
霞
げ
伊
に
お
け
る
土
地
の
ほ
か
に
、
　
ト
イ
ヘ
ル
ソ
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

び
そ
の
近
く
に
寄
進
を
な
し
て
、
　
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
と
プ
オ
ソ
ヅ
ォ
ワ

域
と
を
連
続
さ
せ
た
。
ま
た
同
司
教
座
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
よ

り
、
オ
ス
ト
ガ
ウ
○
。
。
粛
m
三
に
て
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
を
与
え
ら
れ

　
　
⑧

て
い
る
。
し
か
し
て
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
は
、
最
も
積
極
的
に
こ
の

教
会
に
対
す
る
政
策
を
す
す
め
、
以
上
の
地
域
の
ほ
か
に
、
東
進
し

て
ロ
ッ
ホ
リ
ッ
ツ
菊
O
。
鮮
紅
N
を
、
更
に
ダ
レ
ミ
ン
ツ
f
の
北
、
タ

ル
メ
ソ
ツ
ェ
　
8
巴
ヨ
①
欝
。
①
域
に
も
若
干
の
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
及
び

土
地
を
寄
進
し
た
（
第
五
表
）
。
か
く
し
て
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
司
教
座
の

Altenburg

Zeitz

im　Sulza

Langenberg

Gr6ba

｝・・1・・39（…）

DHIIL175（1046）
　　　　　　　　ぷDHIV．68（1060）

DMV．131（1064）

認a｝・H聞4・（1・65）

gg，i　）．restDHiV．　i4i（iO65；

至翻D肌272…7Z）

ag　5表 Naumburg司教座が獲得したBurg乃至
Burgward　　　　　eは偽：交書

所
領
域
は
、
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
、
ツ
ァ

イ
ツ
照
網
辺
－
こ
、
　
エ
　
ル
ベ
河
上
流
域
と

の
二
つ
に
ま
と
ま
り
、
々
イ
セ
ン
司

教
座
の
権
力
地
域
を
は
さ
む
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
み
た
如
く
、
東
方
諸
司
釜

座
は
、
ザ
ク
セ
ン
、
ザ
リ
エ
ル
両
王

権
の
教
会
政
策
に
よ
っ
て
多
く
の
所

領
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
ら
が
ほ
ぼ
各

司
教
管
区
内
に
集
中
し
、
密
度
の
差

は
あ
れ
、
か
な
り
の
ま
と
ま
り
を
み

せ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
特
に
王
権
が
各
教
会
に
ブ

ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
を
寄
准
心
し
た
こ
ど
は

注
回
さ
れ
る
。
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
は
、

カ
ロ
リ
ン
グ
期
以
来
の
、
或
は
ま
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一
世
に
よ
っ
て

創
設
さ
れ
た
城
砦
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
辺
境
伯

管
区
の
下
に
あ
る
行
政
区
域
で
あ
っ
た
。
各
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
に
は
、

一
〇
一
二
〇
村
が
附
属
し
て
お
り
、
そ
れ
は
同
時
に
教
区
単
位
と
も

82　（888）
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な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
中
核
で
あ
る
城
砦
は
ト
そ
の
区

域
の
住
民
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
戦
時
に
は
軍
事
行
動
の
．

斑
点
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
住
民
は
、
租
税
、
城
築
夫
役
、
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

役
税
な
ど
の
諸
賦
課
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
教
会

が
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
そ
の
地
に
お
け
る
教
会

の
十
分
の
一
州
と
相
侯
っ
て
豊
か
な
収
入
を
屯
た
ら
す
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
シ
ュ
レ
ジ
ソ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
は
決

し
て
裁
判
区
域
で
は
な
く
、
従
っ
て
そ
の
獲
得
が
直
ち
．
に
裁
判
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

獲
得
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
王

権
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
る
王
領
地
は
、
寄
進
の
際
に
は
伯
乃
至
辺
境

伯
の
o
o
転
記
ρ
ε
ω
内
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
、
　
嗣
じ
土
地
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

後
に
確
認
さ
れ
る
場
合
に
は
o
o
ヨ
搾
霧
湊
の
記
述
が
み
ら
れ
な
い
。

書
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
土
地
は
、
教
会
の
イ
ソ
ム
ニ
テ
ー
ト

領
域
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
座
、
及
び
メ

ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
教
座
が
、
い
ず
れ
も
イ
ソ
ム
ニ
テ
ー
ト
、
フ
ォ
ー

ク
ト
を
自
由
に
選
曽
ふ
権
利
、
更
に
国
王
バ
ソ
を
附
与
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
マ
イ
セ
ソ
、
ナ
ゥ
ム
ブ
ル
ク
両
司

教
座
に
つ
い
て
は
、
上
の
権
利
の
所
有
を
証
明
す
る
こ
と
は
出
来
な

吃
し
か
し
、
一
二
世
紀
乃
至
一
三
世
紀
に
は
澗
教
会
と
も
．
イ
ゾ

ム
ニ
テ
ー
ト
、
裁
判
権
な
ど
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
で
に
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ク
セ
ン
朝
乃
至
ザ
リ
エ
ル
朝
時
代
に
遡
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

に
か
く
、
こ
の
時
期
に
は
、
な
お
王
権
の
イ
ニ
シ
”
ノ
テ
ィ
ヴ
が
強
か

っ
た
と
は
い
え
、
各
論
黙
座
は
王
権
の
政
策
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て

き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
他
権
力
か
ら
独
立
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
権

力
を
発
展
さ
せ
、
後
の
ラ
ン
ト
形
成
の
枠
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

⑳
　
多
ω
o
げ
O
津
。
℃
持
臣
。
も
∩
警
冨
冨
。
ぎ
嵩
O
養
｛
o
昌
（
お
竃
y
ω
■
ω
伊

⑫
国
9
属
三
牲
●
営
豆
。
ヨ
簿
ρ
（
腱
U
念
じ
（
冨
O
■
蛍
覧
。
彰
↓
○
嵩
ピ
ご

　
ω
N
ω
。
。
”
ω
胡
∴
9
8
昆
。
。
回
．
O
陣
屈
。
ヨ
ρ
¢
（
暫
σ
O
囲
．
）
9
お
．
琵
鳳
9
炉

　
↓
o
幹
ご
⑫
ρ
一
8
∴
○
洋
〇
三
ω
罫
営
覧
9
回
蚤
鍵
（
H
U
O
H
ご
（
㌶
9

　
0
首
δ
営
．
8
0
診
．
嵩
胴
）
一
豊
「

⑬
　
勺
暮
N
ρ
p
空
○
ご
幹
Q
。
O
鵠
・

⑭
　
寓
。
貯
ユ
善
心
’
0
6
δ
ヨ
簿
ρ
（
紅
U
頃
H
H
．
）
（
慰
O
●
σ
首
δ
ヨ
曜
日
。
ヨ
．

　
囲
員
．
）
q
。
G
。
扮

⑮
　
σ
踏
H
目
■
も
。
ω
b
。
∴
国
。
影
覧
。
一
H
H
H
阜
U
首
ざ
ヨ
㊤
夢
（
O
踏
囲
囲
じ
　
（
鼠
9

　
営
祉
。
旨
ピ
8
0
ヨ
・
く
・
）
這
ρ
。
。
8
∴
口
。
ご
賦
。
賦
く
。
U
ξ
｝
o
質
蚕
鍵
（
灯
U
頃

　
目
く
．
）
（
と
9
巨
掌
。
箪
日
。
箏
く
H
．
）
貰
ω
・

⑯
o
瞬
H
H
．
。
。
q
ρ

＠
℃
即
g
ρ
欝
費
P
Q
。
■
⑫
。
。
●

⑱
　
】
）
譲
H
囲
．
Q
。
卜
。
刈
∴
○
§
舜
象
困
H
．
9
豆
。
津
9
3
（
葡
U
緊
H
轡
）
（
諸
9
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U
ぢ
ざ
ヨ
「
↓
o
琶
9
H
＜
・
）
卜
3
9
。
●

⑲
℃
纂
N
ρ
ρ
．
錯
ρ
ω
’
①
ぼ
∴
σ
陣
。
鼠
。
ダ
曾
磐
○
こ
ω
■
の
ρ

⑳
　
》
．
ご
コ
嶺
。
犀
ヨ
鍵
回
P
竃
ρ
σ
q
鎌
。
び
環
茜
巴
ω
鵠
餌
償
導
ω
欝
象
鳥
塁
自
自
房
巳
ざ
嵩

　
○
馨
。
誘
一
霧
暁
慈
｝
器
雛
ン
麟
簿
。
冨
洋
興
（
お
Q
。
“
ソ
Q
り
．
圃
∴
＜
α
q
ピ
ご
○
り
Φ
メ

　
亦
ユ
8
㌧
鱒
Q
Q
ρ
節
ω
ど
凶
認
’

＠
　
り
獲
麟
・
騨
ρ

㊥
　
O
O
轡
も
。
8
∴
∪
頃
躍
．
お
り
・

㊥
　
O
O
H
H
■
Q
。
¢
∴
碧
は
臨
写
碧
H
轡
ω
メ
H
環
■
一
∴
＜
α
q
同
・
ノ
ぐ
・
ω
o
巴
窃
－

　
響
σ
q
o
磐
N
霞
O
o
誌
○
ぼ
。
・
＜
o
門
賞
ω
誓
臣
σ
Q
臼
ψ
翼
9
降
③
鐸
σ
q
o
慧
簿
ω
（
器
搾
嘔

　
汁
Φ
置
Φ
訂
富
。
財
。
ご
ゴ
鼠
＃
餌
α
q
o
N
鐸
同
α
Φ
暮
g
ぴ
o
p
＜
φ
臥
霧
雲
餌
α
Q
紛
σ
q
霧
。
江
。
淳
○

　
魯
ω
寓
答
⇔
o
蜀
津
鶏
。
。
」
霧
一
．
に
所
収
y
ω
．
①
ジ

②
O
賦
H
H
■
①
野
①
μ
。
。
ρ
δ
ρ
ゆ
ω
〆
謡
ρ
雪
8
も
。
刈
群
灘
P
濫
O
噂
ホ
ピ

㊥
　
O
頃
目
囲
■
①
⑦
、
b
。
鰹
．

ゆ
U
罰
H
H
’
の
合
δ
の
∴
＜
σ
q
ピ
Q
D
o
三
〇
の
拶
σ
Q
o
斜
ρ
6
・
○
・
”
Q
D
・
㎝
。
。
や

（
⑳
　
O
類
H
賢
幽
目
。
月
メ
振
Q
。
”
窓
㊤
．

㊥
　
O
O
囲
H
・
δ
P
嵩
。
。
∴
d
渇
鼻
①
①
・

⑳
　
O
凶
H
囲
」
㎝
の
∴
σ
窪
目
H
■
日
。
。
層
O
ρ
回
這
”
嵩
伊

⑳
　
U
頃
H
囲
U
ω
9
「

⑧
Q
D
。
三
①
ω
ぎ
σ
q
g
O
①
ユ
。
客
ω
ノ
δ
掩
霧
。
。
き
α
q
層
Q
ら
・
鴇
∴
瓜
興
2
こ
ご
煽
轟
窪

　
づ
宍
一
じ
び
自
σ
q
ぴ
○
臥
ユ
3
（
ン
酷
叶
富
置
σ
寡
ω
o
ぴ
。
じ
弓
①
津
山
σ
Q
①
N
罎
（
ざ
霧
・
＜
興
匹

　
蜜
。
。
鐙
冨
α
q
ω
σ
Q
o
ω
o
ぼ
。
馨
⑦
脅
に
所
取
ソ
ω
．
嵩
Q
。
塗

⑧
驚
噌
の
こ
○
Φ
ユ
。
鐸
ω
く
①
嵐
舘
。
・
葛
σ
q
”
o
り
・
鶏
∴
鳥
自
。
。
‘
む
つ
篇
嶺
愈
ピ
ω
・
嶺
O
・

⑧
＜
σ
q
控
Q
っ
。
摂
。
の
ヨ
σ
q
撃
茎
昏
ω
富
ぎ
茜
”
ω
い
。
。
一
簿

＠
留
鋒
り
○
霞
肺
。
｝
塁
く
○
欺
飴
。
。
讐
夷
り
ψ
巳
簿

三
　
テ
ユ
ー
移
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
貴
族
支
配
制

　
九
一
二
六
年
以
来
、
　
ザ
ク
セ
ン
の
太
公
権
．
は
ビ
ヅ
ル
γ
グ
家
切
一
7

一
§
σ
q
興
が
世
襲
的
に
掌
握
す
．
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
そ

の
太
公
権
は
専
ら
ビ
ッ
ル
ソ
グ
家
の
自
生
的
権
力
に
依
存
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
権
力
は
、
家
支
配
領
域
を
こ
え
る
竜
の
で
は
な
か

　
　
⑮

つ
た
。
し
か
し
て
ザ
ク
セ
ン
で
は
、
ビ
ッ
ル
ソ
グ
家
に
競
合
す
べ
き

聖
俗
貴
族
支
配
権
が
す
で
に
早
く
か
ら
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
、
東
部
辺
境
域
に
お
い
て
も
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

こ
と
が
轟
来
る
の
で
あ
る
。
次
に
以
下
，
若
干
の
有
力
貴
族
家
に
よ

る
権
力
の
発
展
を
眺
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
〔
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
倒
冠
（
①
7
9
同
a
諺
σ
q
o
昌
　
ま
ず
わ
れ
わ

れ
の
注
臼
を
ひ
く
の
は
エ
ヅ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
で
あ
る
。
同
家
は

早
く
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
、
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
辺
境
伯
と
し
て
辺
境

域
及
び
テ
ユ
…
リ
ソ
ゲ
ソ
の
エ
ソ
ギ
リ
ソ
ガ
ウ
国
ゆ
q
Q
鵠
ぎ
σ
Q
ρ
⇔
に
グ

ラ
ー
フ
権
を
得
て
い
た
。
　
し
か
し
最
初
の
ギ
ュ
ソ
タ
；
　
○
貯
雨
蓋
賃

は
、
九
・
七
⊥
ハ
年
、
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
反
乱
に
∵
参
加

し
て
国
王
に
敵
対
し
、
一
時
辺
境
二
三
は
彼
の
手
か
ら
離
れ
て
、
ザ

ク
セ
ン
瓢
只
族
テ
ィ
ー
｝
響
ー
ル
日
別
鉱
。
け
ヨ
斜
噌
の
も
の
と
ゆ
な
っ
た
。
　
テ
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イ
！
ト
マ
ー
ル
は
す

で
に
そ
れ
ま
で
に
マ

イ
セ
ソ
、
ツ
ア
イ
ツ

両
辺
境
面
の
地
位
に

あ
う
た
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
三
辺
境
下
職

が
一
つ
に
統
括
さ
れ

　
　
　
　
　
⑰

る
こ
と
に
な
る
。
九

七
九
年
、
ギ
ュ
ソ
タ

ー
は
辺
境
栄
職
を
回

復
す
る
が
、
そ
れ
は

こ
の
一
二
辺
境
伯
父
を

含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
の
死
後
、
暫
く
は

ザ
ク
セ
ン
瓶
貝
族
リ
ク

ダ
ー
ク
園
ぎ
山
磐
α
q
が

マ
イ
セ
ソ
辺
境
伯
と

し
て
知
ら
れ
る
が
、

九
九
二
年
に
は
エ
ッ

ケ
ハ
ル
ト
一
世
蛭
凱
お
ぎ
乙
が
そ
の
職
を
握
っ
た
。
彼
の
妻
は
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ク
セ
ソ
太
公
ヘ
ル
マ
ソ
鍛
窪
開
き
娼
の
娘
で
あ
っ
た
。
こ
の
ビ
ッ
ル

ソ
グ
家
と
め
結
合
、
及
び
王
権
と
の
接
近
は
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
の
名
望

を
大
い
に
高
め
た
で
あ
ろ
う
。
史
家
テ
ィ
ー
ト
マ
ー
ル
は
、
エ
ッ
ケ

ハ
ル
ト
が
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
部
族
に
よ
り
太
公
に
選
出
さ
れ
た
、
と

　
　
　
　
　
　
⑧

報
告
し
て
い
る
。
勿
論
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
テ
ユ
！
リ
ソ
ゲ
ソ
は

部
族
と
し
て
独
立
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
集
会
の
証
拠
も

な
い
。
従
っ
て
彼
の
鳥
藏
屠
と
い
う
称
母
は
、
そ
の
卓
越
せ
る
権
力
、

名
望
に
由
来
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
次
い
で
叔
父
の
手
を
へ

て
マ
イ
セ
ソ
歯
糞
順
序
職
を
継
承
し
た
ヘ
ル
マ
ソ
の
瞬
に
な
る
と
、
エ

ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
の
権
力
は
、
辺
境
域
に
て
ム
ル
デ
川
を
越
え
、

ミ
ル
ツ
ァ
ニ
ζ
胸
回
再
三
域
に
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
テ
ユ
ー
リ

ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
ヘ
ル
マ
ソ
の
グ
ラ
ー
フ
権
は
、
ヘ
ル
メ
ガ
ウ
漆
Φ
馴

ヨ
①
σ
Q
ρ
郎
に
て
認
め
ら
れ
る
が
、
　
エ
ソ
ギ
リ
ソ
ガ
ウ
で
は
証
明
さ
れ

な
い
。
し
か
し
、
彼
の
子
エ
ッ
ヶ
ハ
ル
ト
ニ
世
は
エ
ソ
ギ
リ
ソ
ガ
ウ

な
ρ
σ
q
器
○
α
詳
量
）
に
て
グ
ラ
ー
フ
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

恐
ら
く
ヘ
ル
マ
ン
も
こ
こ
に
権
力
を
保
持
し
た
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ケ

ハ
ル
ト
濁
世
の
時
に
は
、
そ
の
権
力
は
特
に
ザ
ー
レ
川
、
エ
ル
ス
タ

ー
川
間
に
強
固
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
ニ
世
に
よ
っ
て
、
こ
の
家
は
断
…
絶
す
る
が
、
そ
の

際
、
彼
の
寺
領
は
国
王
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
の
手
中
に
入
り
、
国
王

に
よ
っ
て
ゲ
ル
ン
ロ
ー
デ
修
道
院
、
王
妃
ア
グ
ネ
ス
、
先
述
の
マ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

セ
ソ
司
教
座
、
及
び
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
に
寄
進
さ
れ
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
ニ
世
の
所
領
は
イ
エ
ナ
．
旨
①
類
2
ナ
ウ

ム
ブ
ル
ク
の
ほ
か
に
、
ハ
ル
ツ
｛
民
部
、
フ
ス
ィ
テ
ィ
ソ
ガ
ウ
（
℃
勲
σ
q
＝
も
陰

ω
喜
諏
げ
韓
。
げ
）
、
ま
た
辺
境
域
で
は
ヴ
ェ
タ
ウ
名
。
夢
ρ
g
域
、
及
び

グ
ロ
イ
ッ
チ
ュ
Ω
桟
。
搾
N
。
・
o
劉
　
ロ
ヅ
ホ
リ
ッ
ツ
、
　
ラ
イ
ス
ニ
ッ
ヒ

じ
Φ
騎
三
σ
q
”
グ
ロ
ビ
　
○
目
。
σ
漕
ボ
レ
ヒ
ナ
じ
d
9
Φ
o
財
ぎ
P
　
コ
ル
デ
ィ

ッ
ツ
　
O
o
峯
詳
N
、
ポ
ル
ケ
ソ
ベ
ル
ク
　
℃
○
一
】
（
①
欝
σ
①
聴
σ
Q
”
　
テ
ィ
ブ
ツ
イ

ソ
　
8
8
高
温
P
　
シ
ュ
ト
ウ
レ
ー
ラ
ω
ヰ
Φ
ゴ
置
な
ど
の
諸
ブ
ル
ク
ヴ

ァ
ル
ト
乃
至
そ
の
周
辺
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
イ

エ
ナ
に
は
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
一
世
に
よ
っ
て
家
修
道
院
四
か
庸
幾
立
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
に
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
に
移
さ
れ
て
い
た
。
さ
て
、
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ

ソ
グ
家
権
力
の
基
底
を
な
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
所
領
で
あ
っ
た
ろ

う
。
し
か
し
、
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
ニ
世
の
遺
領
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の

が
、
全
て
最
初
か
ら
同
家
の
自
由
世
襲
領
b
に
○
創
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ケ
ー
ゼ
ソ
穴
α
。
・
二
村
は
、
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

二
世
が
国
王
か
ら
得
た
官
職
封
で
あ
っ
た
。
ま
た
若
午
の
ブ
ル
ク
ヴ

ア
ル
ト
な
ど
も
或
は
最
初
は
レ
ー
ン
と
し
て
岡
家
に
与
え
ら
れ
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
輪
更
に
フ
う
テ
・
ソ
ガ
ウ
で
は
り
ス
ド
ル
フ

い
5
α
o
跨
が
、
ヘ
ル
ス
フ
エ
ル
ト
売
品
｝
院
の
レ
ー
ン
と
し
て
同
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

世
襲
的
に
保
持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
て
そ
れ
ら
は
、
最
後
ま
で
レ

ー
ン
と
し
て
の
性
格
を
保
つ
た
の
で
は
な
く
、
多
く
は
エ
ッ
ケ
ハ
ル

デ
ィ
ソ
グ
家
の
ア
ロ
ッ
ド
と
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
の
官
職
遂
行
、
或
は
そ
の
権
力

保
持
の
拠
点
と
な
っ
た
の
は
城
砦
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
イ
エ
ナ
に
お

け
る
カ
ペ
レ
ソ
ベ
ル
ク
囚
欝
℃
①
質
Φ
昌
び
興
σ
q
の
城
砦
を
始
め
、
ア
ル
テ

ソ
ブ
ル
ク
〉
澤
①
類
び
¢
増
σ
Q
層
　
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
、
　
シ
ュ
タ
イ
ソ
ブ
ル
ク

ω
譜
三
び
霞
σ
q
層
エ
ッ
ク
ハ
ル
ツ
ブ
ル
ク
　
国
。
蔵
誤
算
。
。
び
霞
σ
q
M
　
及
び
ロ

ッ
ホ
リ
ッ
ツ
、
ラ
イ
ス
ニ
ッ
ヒ
、
シ
ュ
ト
ゥ
レ
ー
ラ
に
お
け
る
も
の

　
　
　
　
㊨

な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
・
り
ち
、
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
、
ナ
ゥ
ム
ブ

ル
ク
は
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
一
．
世
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
　
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
に
服
属
し
て
い
た
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

人
（
、
・
・
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
）
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
ら

が
如
何
な
る
機
能
を
果
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
城

砦
勤
務
、
そ
の
他
に
よ
っ
て
、
同
家
の
権
力
保
持
に
奉
仕
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
　
一
部
の
家
人
は
、
国
王
か
ら
土
地
を
獲
得
し
て
い
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叙任権闘争前のテユー一嬰ンゲン1．こおける貴族支醜制（早月D

　
＠

る
が
、
或
は
そ
の
土
地
竜
陶
豪
の
高
権
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。

　
以
上
の
如
く
、
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
の
権
・
万
は
、
そ
の
所
領
、

レ
ー
ン
、
辺
境
欝
欝
、
グ
ラ
ー
フ
権
な
ど
の
諸
．
権
利
の
集
積
に
な
る

も
の
で
あ
り
、
城
砦
、
家
人
な
ど
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

早
期
に
お
い
て
は
辺
境
伯
職
を
任
免
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
権
力
は
な

お
王
権
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
は

辺
境
伯
職
を
も
世
襲
し
、
レ
ー
ン
、
グ
ラ
…
フ
権
を
ア
ロ
ッ
ド
化
し

つ
つ
、
そ
の
支
配
権
を
独
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
オ
ッ
ト
1
三
世
死
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
一
世
が
王
位
を
講
薫
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
同
家
の

権
力
発
展
過
程
に
お
け
る
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
所
で
、

同
家
の
支
配
権
が
及
ぶ
地
域
に
は
、
ほ
か
に
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
、
ナ

ウ
ム
ブ
ル
ク
、
マ
イ
セ
ソ
諸
司
教
座
の
権
力
が
展
開
せ
ん
と
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
、
ま
た
若
干
の
土
地
所
有
者
も
存
在
し
た
。
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ

グ
家
の
支
配
領
域
は
、
こ
れ
ら
の
他
権
力
を
除
外
す
る
ほ
ど
に
は
閉

鎖
的
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
に
同
家
の
権
力
が
集
中

す
る
地
域
に
司
教
管
区
を
お
く
ナ
ゥ
ム
ブ
ル
ク
、
マ
イ
セ
ソ
両
司
，
上

座
の
支
配
権
は
、
未
だ
そ
れ
ほ
ど
強
力
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
即

ち
、
エ
ヅ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
は
、
こ
れ
ら
の
権
力
を
介
在
さ
せ
な

が
ら
も
、
か
な
り
に
一
円
化
さ
れ
た
領
域
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
未
熟
で
は
あ
る
が
、
早
期

の
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
典
型
を
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
〔
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
家
〕
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
構
…
絶
後
、
マ
イ

セ
ソ
辺
境
伯
位
に
つ
く
の
は
ヴ
ァ
イ
マ
…
ル
家
で
あ
る
。
同
家
は
フ

ス
ィ
テ
ィ
ソ
ガ
ウ
の
ヴ
ァ
イ
マ
；
ル
、
オ
ア
ラ
ミ
ュ
ソ
デ
○
ユ
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

ヨ
鴬
巳
①
を
中
心
に
所
領
を
有
し
、
　
一
〇
世
紀
中
葉
よ
リ
テ
ユ
…
リ

ソ
ゲ
ソ
の
ほ
ぼ
全
地
域
に
て
グ
ラ
ー
フ
権
を
有
し
て
い
た
。
　
一
〇
〇

二
年
に
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
が
、
　
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
の
ヘ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

マ
ソ
と
闘
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
権
力
を
展
開
さ
せ
つ
つ
あ
る
両
家

の
衝
、
突
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
ヴ
　
ノ
イ
マ
ー
ル
家
の
テ
ユ
ー
リ
ン

ゲ
ソ
に
お
け
る
権
力
は
、
充
分
に
強
力
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
保

有
す
る
グ
ラ
ー
フ
権
竜
全
く
王
権
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
一
〇
四
六
年
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
尊
墨
が
マ
イ
セ
ソ
辺
境
学
位
に

つ
く
と
と
も
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
家
は
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
か
ら
大
き

く
後
退
し
た
。
し
か
し
他
方
、
東
方
辺
境
域
へ
の
進
展
は
著
る
し
く
、

オ
ッ
ト
ー
の
蒔
に
は
、
エ
ル
ベ
河
流
域
タ
ル
メ
ソ
ツ
ェ
域
に
ま
で
そ

の
領
域
は
拡
大
さ
れ
た
。
テ
ユ
…
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
オ
ッ
ト
ー
の

グ
ラ
ー
フ
権
は
フ
ス
ィ
テ
ィ
ソ
ガ
ウ
に
し
か
知
ら
れ
な
い
が
、
恐
ら
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XVilhelm　1．

　（949t－961）

XVilhelm　II．

　（＋／003）

Wilhelm　III．

　（＋1039）

Wihelm　1V．

　（1042．　Pf．　！0，i6一一62　：・1’g．．　v．

　．NleiSen）

Otto

　（十1067．　1）t’lg．　v．　：［ei3en）

Altgau，　Helmegau，　Ktisitingau

Altgau，　1－lelmegau，　｝i〈iabe！gau，　Wisichgau

Eichsfeld，　LupnitzgE　u，　Helrnegan，　Husi－

　tingau
Wisichgau

Scudici，　Bw．　Treben

Husitingau

S6udici，　Dalemainci，　Talmence，　Bw．　1｛e－

　rseburg，　Blisina

ag　7表　Weimar家のグラーフ梅所在難

く
オ
ス
ト
ガ
ウ
．
に

も
権
利
を
保
つ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
は
シ
ャ
イ
ド
ゥ

ソ
ゲ
ソ
　
も
り
O
口
⑦
馳

◎
籠
屋
①
戸
　
バ
イ

ヒ
リ
ソ
ゲ
ソ
膨
甲

ご
巳
ぎ
σ
q
①
⇔
の
二

　
　
　
　
　
　
⑧

つ
の
城
砦
が
あ
り
、

そ
れ
ら
が
こ
の
地

域
の
権
力
の
拠
点

と
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
彼

は
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ

ソ
に
て
マ
イ
ン
ツ

大
司
教
座
の
レ
ー

ン
を
獲
得
し
て
い

　
⑭

る
が
、
詳
細
は
明

ら
か
で
な
い
。
か

く
の
如
く
、
ヴ
ヘ
ノ
イ
マ
ー
ル
家
は
テ
ユ
…
リ
ソ
ゲ
ソ
よ
り
出
発
し
、

フ
ス
ィ
テ
ィ
ソ
、
オ
ス
ト
両
ガ
ウ
に
て
の
権
力
を
保
持
し
な
が
ら
、

エ
ッ
ヶ
ハ
ル
デ
ィ
ン
グ
家
な
き
あ
と
、
辺
境
域
に
発
展
し
、
諸
司
教

座
支
配
権
と
払
方
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
同
家
は
一
〇
六
七

年
に
断
絶
し
、
辺
境
域
の
支
配
権
は
プ
ラ
ウ
γ
シ
ュ
ヴ
一
、
イ
ク
家

じ
d
一
，
ρ
β
鵠
ω
o
財
≦
魚
σ
Q
曾
と
シ
ュ
タ
ー
デ
家
G
Q
養
畠
巽
に
、
ま
た
シ
ャ

イ
ド
ゥ
ソ
ゲ
ソ
、
バ
イ
ヒ
リ
ソ
ゲ
ン
を
含
む
遺
領
の
一
部
は
ヴ
ェ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

テ
ィ
ソ
家
婁
簿
昏
δ
穏
に
移
る
の
で
あ
る
。

　
〔
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
伯
家
及
び
ゴ
ー
ゼ
ッ
ク
家
　
○
○
ω
o
o
一
（
④
昌
　
テ

ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ン
に
て
最
も
早
・
く
グ
ラ
ー
フ
権
の
所
有
を
知
る
こ
と
が

出
来
る
の
は
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
伯
家
で
あ
る
。
最
初
の
ジ
ー
ク
フ
リ

ー
ト
一
世
ω
δ
σ
q
臨
凱
①
島
は
、
先
に
リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
の
ハ
イ
ン

リ
ッ
ヒ
と
結
婚
し
た
ハ
ー
テ
ブ
ル
ク
の
従
兄
弟
で
あ
．
つ
た
。
彼
は
九

三
二
年
に
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ン
に
広
く
そ
の
権
い
利
を
散
在
さ
せ
て
い
た
。

し
か
し
勿
論
、
彼
が
そ
こ
で
独
占
的
に
グ
ラ
ー
フ
権
を
獲
得
し
て
い

た
の
で
は
な
い
。
彼
の
グ
ラ
ー
フ
権
が
所
在
す
る
ア
ル
ト
ガ
ウ
≧
↑

σq

ﾏ
～
　
ヴ
ェ
ス
ト
ガ
ウ
に
て
同
じ
年
に
メ
ギ
ソ
ヴ
ァ
ル
ト
　
窯
①
σ
q
ヨ
ー

≦
孚
巳
が
や
は
り
グ
ラ
ー
フ
権
を
有
し
で
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
ジ
…
ク
ブ
リ
ー
ト
の
権
力
は
ホ
ッ
ホ
ゼ
…
ガ
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Siegfried　1．

　（＋937）

Siegfried　II．

　（＋980）

Esico

　（＋1004）

Bio

　（一｝一vor　1003）

Siegfriecl　III．

　（1021－38．　Pf．）

Hochseegau，　Friesenfeld，　SchwE　bengau

Altgau，　Westgau

Hochseegau，　Altgau

Hochseegau

Hochseegau

Hochseegau

第8表　Merseburg伯家のグラLフ：権所在斌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
エ
ス
ィ
コ
、
ビ
オ
ー
の
死
後
は
、

権
利
は
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
家
、
の
竜
の
と
な
る
。
即
ち
、
芯
朋
者
の
権
…
利
を

ブ
ル
カ
ル
ト
が
、
　
後
者
の
そ
れ
を
デ
ド
ー
U
①
α
o
が
獲
得
し
た
。

な
お
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
尊
家
の
権
力
が
全
く

ウ
以
外
の
地
域
で
は
そ

れ
ほ
ど
強
力
な
も
の
で

は
な
く
、
彼
以
後
、
次
第

に
そ
の
権
力
域
は
縮
少

し
、
エ
ス
ィ
コ
図
。
。
δ
ρ

ビ
オ
ー
切
δ
の
時
に

は
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
の

グ
ラ
ー
フ
権
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ

ウ
で
の
権
力
は
か
な
り

強
力
な
も
の
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
、
ビ
オ
ー
の

権
・
刀
領
域
は
そ
の
北
部

で
一
円
化
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
、

失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
．
ジ
ー
ク
フ
リ
、
…
ト
一
二
世
が
再
び

ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
に
て
グ
ラ
ー
フ
権
を
有
し
て
い
た
。
彼
に
よ
っ
て

同
家
は
断
絶
し
た
が
、
そ
の
権
力
は
結
局
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
家
に
移

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
一
世
紀
中
葉
よ
り
、
ザ
ク
セ
ン
宮
中
伯
職
を
掌
握
し
て
い
た
ゴ

ー
ゼ
ッ
ク
家
は
、
ホ
ヅ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
及
び
ハ
ル
ツ
地
域
に
て
所
領
を

　
　
　
　
　
　
㊥

有
し
て
い
た
が
、
恐
ら
く
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
に

グ
ラ
ー
フ
権
を
獲
得
し
た
。
デ
ド
ー
の
弟
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
〉
◎
鉱
ぴ
①
欝

が
一
〇
四
五
年
、
ブ
レ
ー
メ
ン
大
司
教
と
し
て
順
王
権
に
起
用
さ
れ
た

こ
と
が
、
ゴ
雪
吊
ッ
ク
家
の
名
望
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う

Friedrich　1．

　（！038－42．　Pf．）

Dedo
　（ユ042一ユ056．Pf．）

Friedrich　II．

　（1056－！088．　Pf．）

Hochseegau

Hochseegau

Hochseegau

ag　9表　Goseckerのグラーフ権所’在学

ま
で
も
な
い
。
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
の
中

・
央
部
に
は
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
家
が
あ
り
、

ゴ
ー
ゼ
ッ
ク
家
の
権
力
領
域
は
そ
の
南

に
限
ら
れ
る
屯
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
は
、
ア
ル
ト
ガ

ウ
に
て
域
〔
此
揖
フ
ォ
ル
ケ
ソ
ロ
ー
ダ
＜
O
r

渥
①
嶺
触
○
α
ρ
を
ヘ
ル
ス
フ
エ
ル
ト
旋
診
見
廻
臆
脳

の
レ
…
ソ
と
し
て
保
有
し
、
ま
た
そ
の

地
域
で
岡
修
道
院
の
フ
ォ
ー
ク
ト
権
を
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㊥

行
使
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
集
積
し
た
ゴ
ー
ゼ

ッ
ク
家
の
権
力
は
、
小
規
模
な
が
ら
、
や
は
り
強
力
な
も
の
が
あ
っ

た
で
．
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
同
家
の
場
合
に
も
、
そ
の
権
力
保
持
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

与
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
家
人
を
知
る
こ
と
が
畠
来
る
の
で
あ
る
。

　
〔
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
家
〕
さ
て
、
ヴ
エ
ッ
テ
ィ
ソ
家
は
、
ホ
ッ
ホ
ゼ

ー
ガ
ウ
の
権
力
か
ら
始
ま
っ
て
、
上
述
の
如
く
、
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク

伯
家
の
権
利
を
竜
獲
得
し
な
が
ら
そ
の
地
歩
を
固
め
て
い
っ
た
。
し

か
し
て
デ
ド
ー
及
び
そ
の
弟
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の
時
に
は
す
で
に
東

部
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
辺
境
域
に
も
グ
ラ
ー
フ
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
薮
つ

た
。
そ
れ
ら
は
特
に
ザ
…
レ
川
、
ム
ル
デ
川
間
に
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
デ
ド
ー
は
更
に
北
の
プ
ロ
ニ
切
一
〇
巳
域
に
て
も
グ
ラ
ー
フ
権

を
…
獲
…
得
し
て
い
た
。
・
な
お
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
ア
イ
レ
ソ
ブ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

属
篇
①
⇔
ぴ
舞
σ
Q
に
て
所
領
を
有
し
て
い
る
。
両
者
の
権
利
を
統
一
し
た

の
は
デ
ド
ー
の
子
デ
ィ
…
杢
リ
ッ
ヒ
O
冨
鉾
8
げ
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
て
す
で
に
辺
境
域
に
権
力
を
有
し
て
い
た
ヴ
エ
ヅ
テ
ィ
ソ
家
は
、

デ
デ
ィ
i
O
Φ
a
の
時
に
い
た
っ
て
、
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
辺
山
購
入
…
職
を
も

得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
所
で
、
辺
境
域
に
お
け
る
同
家
の

支
配
権
の
内
容
を
な
す
も
の
に
は
、
グ
ラ
ー
フ
権
の
ほ
か
に
国
王
よ

り
㎝
捜
得
…
し
た
レ
ー
ン
が
あ
る
。
　
即
ち
、
ブ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
。
ツ
ェ
ル

Hochseegau

Hochseegau

Hocbseegau

Bloni，　Bw．　Z（jrbi．or

Scudizi

Hochseegau

Bloni，　Scudici，　Bw．　Zasrbi．cr

stochseegan，　Schwabenggau

Susilin，　Nelectici

Dedi

　（＋957）

Burchard

　（leO3－1017．　P£）

Dedo

　（＋1009）

Friedrich

　（＋1017）

Dietrich

　（＋1034）

Dedi

（103－1075　Mg．　v．　Lausitz）

第10表Wettinerのダラー権所在域

ビ
ッ
ヒ
　
N
α
二
出
q
　
の

　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
（

が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
9
0

そ
の
ほ
か
、
プ
レ

ー
ナ
　
ヒ
d
層
①
プ
冨
ρ

カ
ム
ブ
ル
ク
○
？

ヨ
げ
母
σ
q
”
ア
イ
ゼ

ン
ベ
ル
ク
国
δ
o
苧

σ
①
憎
σ
Q
”
ト
ー
ル
ガ

ウ
目
○
触
σ
Q
ρ
ρ
ベ

ル
ゲ
ル
ソ
　
ゆ
①
劉

σq

ｳ
ヨ
　
な
ど
に
も

国
王
か
ら
与
え
ら

れ
た
レ
ー
ン
乃
至

　
　
　
　
　
　
⑧

所
領
が
存
在
す
る
。

辺
賭
窟
撚
に
お
け
る

ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
家
権
力
の
展
開
が
、
王
権
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
次
に
ザ
ク
セ
ン
、
テ

ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
で
は
、
デ
デ
ィ
ー
が
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
の
ほ
か
に
、

シ
ュ
ヴ
ー
ノ
ー
ベ
ソ
ガ
ウ
に
て
も
グ
ラ
ー
フ
惟
を
獲
得
し
、
ま
た
オ
ス
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ト
ガ
ウ
で
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
家
の
遺
領
を
得
て
そ
の
支
配
領
域
を
拡

大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
を
中
心
と

し
て
東
方
に
進
展
す
る
地
域
で
の
諸
権
力
が
、
や
が
て
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ

ソ
家
に
よ
る
ラ
ン
ト
形
成
の
基
盤
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
〔
そ
の
他
の
グ
ラ
；
フ
〕
以
上
の
、
特
に
辺
境
域
に
て
支
配
権
を

展
開
さ
せ
て
い
っ
た
諸
貴
族
家
の
権
力
も
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
内
部

で
は
、
ホ
ッ
ホ
ゼ
i
、
フ
ス
ィ
テ
ィ
ソ
、
オ
ス
ト
諸
ガ
ウ
を
除
い
て

は
、
そ
れ
ほ
ど
強
力
な
竜
の
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
以

外
の
地
域
で
は
、
上
述
の
貴
族
家
に
属
さ
な
い
グ
ラ
ー
フ
た
ち
が
権

利
を
保
有
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
の
権
力
、
出
自
、
系
譜
な
ど
に

つ
い
て
は
殆
ん
ど
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
そ
の
う
ち
、
ビ
ル
シ
ュ
タ

イ
ン
家
｝
．
切
間
馨
蝕
類
震
の
み
・
が
、
ヴ
ェ
ス
ト
ガ
ウ
の
ゲ
ル
マ
ル
マ
ル

ク
を
中
心
に
権
力
を
継
承
し
て
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ

う
。
特
に
、
早
期
に
は
ア
ル
ト
ガ
ウ
、
・
ヴ
エ
ス
ト
ガ
ウ
な
ど
に
て
グ

ラ
ー
フ
権
を
有
し
て
共
存
し
て
い
た
メ
～
ル
ゼ
ブ
ル
ク
伯
家
や
ヴ
ァ

イ
マ
ー
ル
家
が
後
退
し
て
か
ら
は
、
ビ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
家
の
権
力
が

こ
の
地
域
に
て
最
強
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
は
言
え
、
マ
イ
ソ

ツ
、
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
、
フ
ル
ダ
諸
教
会
の
権
力
が
強
力
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
こ
の
地
域
で
は
、
辺
境
に
み
ら
れ
る
如
き
大
規
模
な
貴

Altg一．　u，　XVestgu

Plei6engall，　Panzowa，

　　Bw．　Teuchern，　Wethau

Gormarmark，　Vater，gau

G（5rmarmarl｛

Altgau，　Langxvitzg’du

N一　abelgau，　Engilin，　XVestgau

GOrmarmarl｛，　Ringgau

Helmegau

Erpo
　　（982f83）

Sigebert

　　（979，　983）

｝lemezo

　（1015，10！7）

1　laclelgozo

　　（1032）

Becelin

　　　（1052）

l／－c　celin

　　（053－74）

．Herm乱nn

　　（！053f76）

Hugold

　　　（1061）

Helmegau

Altgau，　Engilin

XVestgau

Engilin

estgau

pagus　Spie｝berg，

　　Ostgau

Nabelgau

Helmegau

Bilsteiner

　　W重gger　l．

　　（967－981）

　XVigger　II．

　　（997－1001）

　Rugger
　　（le71一一t－vor

　　　　　　　　　1095）

Meginward
　　（932f33）

Siggo

　　（944－1017A9）

Christian

　　（970，　977）

第11表　その他のダラーとその権利の所在域

・91　（897）



族
支
配
制
の
展
開
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
な
お
、
南
の
ラ
ソ
グ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ガ
ウ
ぴ
欝
コ
σ
q
日
出
N
σ
q
ρ
藩
に
お
け
る

グ
ラ
ー
フ
は
、
九
華
麗
の
ズ
ギ
ソ
ヴ
ァ
ル
ト
を
例
外
と
し
て
、
ほ

か
に
そ
の
名
を
知
る
こ
と
が
な
い
。
た
だ
、
次
の
こ
と
は
女
臼
さ
れ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
後
の
ケ
ー
フ
エ
ル
ソ
ブ
ル
ク
家
の
父
視

の
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
一
〇
五
〇
年
頃
、
ギ
ュ
ソ

タ
ー
が
オ
ー
ル
ド
ウ
ル
フ
に
て
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
の
フ
ォ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ク
タ
イ
を
有
し
て
お
り
、
ま
も
な
く
同
家
の
ジ
ッ
ツ
ォ
i
ω
貯
N
O
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

グ
ラ
ー
フ
の
称
号
を
冠
さ
れ
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
ケ
ー
フ
ェ
ル
ソ
ブ

ル
ク
家
は
一
二
世
紀
に
、
ラ
ソ
グ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ガ
ウ
に
て
支
配
権
を
形

　
　
　
　
　
⑧

成
し
て
い
っ
た
。
果
し
て
ジ
ッ
ツ
ォ
ー
が
こ
こ
で
グ
ラ
ー
フ
権
を
獲

得
し
た
か
否
か
は
明
か
で
な
い
が
、
同
家
の
権
力
発
展
の
崩
芽
は
認

め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
既
述
の
如
く
、
先
に
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
に

よ
っ
て
連
立
さ
れ
た
オ
ー
ル
ド
ウ
ル
フ
の
修
道
院
に
土
地
を
寄
進
し

た
ア
ル
ボ
ル
ト
は
、
或
は
彼
ら
の
祖
先
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
所
有
が
彼
に
由
来
す
る
か
は
問
題
の
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
後
に
テ
ユ
ー
リ
ン

ゲ
ソ
の
ラ
ン
ト
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
を
榊
笈
得
す
る
ル
ド
ヴ
ィ
ン
グ
思

い
¢
傷
。
喬
貯
σ
q
珍
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
同
家
の
最

初
の
ラ
ソ
ト
グ
ラ
ー
フ
、
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヅ
ヒ
一
世
の
祖
父
、
ル
ー
ド

ヴ
ィ
ッ
ヒ
臨
獲
ぴ
餌
◎
≦
黄
鳥
。
塊
切
｛
㌶
並
σ
q
o
が
、
　
一
一
世
紀
中
葉
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

恐
ら
く
は
フ
ラ
ン
ケ
ソ
よ
り
到
来
し
た
。
彼
は
国
王
及
び
上
記
の
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ユ
ソ
タ
ー
ら
よ
り
土
地
を
獲
得
し
、
一
〇
四
四
年
に
、
テ
ユ
ー
リ
ソ

ゲ
ソ
の
森
の
北
で
シ
ャ
ウ
エ
ソ
ブ
ル
ク
ω
o
げ
窪
き
⇒
げ
負
σ
q
の
建
設
を

　
　
　
　
⑳

始
め
て
い
る
。
こ
の
シ
ャ
ウ
エ
ソ
ブ
ル
ク
建
設
が
、
ル
ド
ヴ
ィ
ソ
グ

家
支
配
権
形
成
の
端
緒
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
み
た
如
く
、
有
力
な
貴
族
層
は
、
恐
ら
く
は
そ
の
世
襲
領

を
基
盤
と
し
て
グ
ラ
ー
ブ
権
、
レ
ー
ン
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
集
積
、

在
地
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
権
を
高
め
て
い
っ
た
。
各
貴
族
に

よ
る
グ
’
ブ
ー
フ
樵
惟
の
箭
川
有
は
、
　
特
に
r
白
誤
瀞
甲
詐
人
材
旧
に
レ
よ
っ
て
証
朗
ハ
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
グ
ラ
ー
フ
権
力
は
王
領
地
の
所
在
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
記
さ
れ
る
。
従
っ
て
グ
ラ
ー
フ
権
は
、
ま

ず
第
一
に
、
王
領
地
の
管
理
を
中
核
と
す
る
官
職
的
性
格
を
・
も
つ
・
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
グ
ラ
ー
フ
権
は
当
該
ガ
ウ
全

体
を
包
含
す
る
竜
の
で
は
な
い
。
ま
た
王
領
地
は
広
く
散
在
し
て
お

り
、
王
領
地
の
み
に
よ
っ
て
ダ
ラ
ー
7
権
力
領
域
が
コ
ム
パ
ク
ト
に

な
り
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
グ
ラ
…
フ
権
を
有
す
る

貴
族
は
、
ほ
か
に
自
己
の
世
襲
領
、
ま
た
引
言
よ
り
の
レ
ー
ン
を
も

92 （898＞
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ち
、
そ
れ
ら
を
・
も
グ
ラ
…
フ
権
力
領
域
内
に
含
め
て
、
そ
の
領
域
を

閉
鎖
的
な
も
の
に
な
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
グ
ラ
ー
フ
権
乃
至

そ
の
領
域
は
、
単
な
る
官
職
ま
た
は
官
職
領
域
で
は
な
く
、
自
生
的

な
性
格
を
も
附
加
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
貴
族
は
、

官
職
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
政
に
参
与
し
な
が
ら
、
他
方
で

自
生
的
支
配
権
を
も
ち
、
そ
し
て
官
職
乃
至
官
職
封
を
ア
ロ
ッ
ド
化

し
つ
つ
、
王
権
に
対
し
て
分
権
約
に
作
用
し
て
い
く
傾
向
を
強
め
て

い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
一
部
は
、
す
で
に
初
歩
的
に
で
は
あ

る
が
ラ
ン
ト
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
貴
族
家
に
と
っ

て
、
東
方
の
辺
境
伯
職
を
得
る
こ
と
は
、
そ
の
名
望
、
実
・
刀
を
高
め

る
の
に
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
所
で
、
辺
境
抽
の
辺
境

域
に
お
け
る
権
力
は
、
皇
帝
文
書
に
て
、
ヨ
起
。
ぼ
僧
と
記
さ
れ
る
よ

り
は
。
o
ヨ
搾
葺
器
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
辺
境
伯
が
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

境
に
お
い
て
も
8
B
8
と
称
さ
れ
る
時
屯
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ

で
は
辺
境
伯
権
の
性
格
も
グ
ラ
ー
フ
権
の
そ
れ
と
同
じ
く
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
　
一
一
世
紀
後
半
、
ブ
ラ
ウ
ソ

シ
ュ
ヴ
一
，
イ
ク
家
の
登
場
を
み
！
る
以
前
に
・
お
い
て
は
、
辺
境
伯
位
に

あ
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
辺
境
に
接
す
る
地
域
に
て
支
配
権
を
形
成

し
て
い
た
テ
ユ
；
リ
ソ
ゲ
ン
貴
族
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
辺
境
、
テ

ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
両
域
の
支
配
権
を
一
つ
に
ま
と
め
て
伸
展
さ
せ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

⑯
拙
稿
参
照

⑳
　
本
節
に
お
け
る
六
表
は
、
い
ず
れ
も
、
℃
暮
N
ρ
二
丁
○
∴
Q
り
。
客
藁
。
鞍
．

　
鋭
鈴
○
∴
o
Q
o
霞
。
。
。
∬
σ
Q
o
5
濁
三
ω
8
ぴ
¢
瓢
σ
q
∴
撮
－
O
℃
の
雰
二
（
O
O
ざ
℃
暁
ぞ

　
剛
N
σ
q
3
3
p
〈
o
ロ
の
霧
冨
8
び
欝
N
目
露
｝
巴
瑛
。
δ
○
。
Q
。
（
ご
ご
鎚
煽
蕊
9
ジ
．
－

　
○
お
訪
畠
霧
智
財
尋
琴
劉
ご
ゴ
阜
ω
O
．
お
緋
ソ
よ
り
作
成
。

＠
ω
。
ぎ
野
。
喝
抄
費
ρ
ρ
’
ψ
歌
．

㊥
　
踏
山
」
鳴
器
購
舞
σ
q
噌
d
δ
国
鍵
鴇
。
ゴ
臥
酔
（
ざ
吋
ゆ
田
露
コ
拠
。
目
疑
同
Q
り
器
密
。
芦

　
（
ら
雛
ソ
o
Q
ぎ
営
営
雰
富
げ

⑧
↓
｝
計
け
溝
葺
く
■
メ

⑩
　
O
顕
置
目
■
誤
ρ
扇
メ
お
。
。
し
㎝
P
δ
ρ
δ
N
ω
O
卜
。
．

⑪
男
鋒
N
ρ
野
曾
P
Q
Q
」
峯
曜

＠
ρ
．
p
ρ
Q
。
「
質
ど

⑬
　
Q
D
o
該
①
ω
ぎ
σ
Q
2
ワ
O
o
二
〇
三
ω
ζ
o
陳
器
。
ワ
忽
コ
σ
q
”
Q
Q
尋
①
伊

⑭
　
O
鵠
H
目
。
ω
8
’

（
◎
　
℃
纂
N
P
鉾
p
‘
ρ
’
o
り
．
｝
お
鴎
・

⑯
　
p
ρ
○
ご
o
Q
．
諏
G
◎
悟

⑰
　
O
鵠
H
囲
H
．
。
。
ω
一
緯
噛

⑱
　
日
三
興
諺
鴛
’
＜
．
メ

⑭
9
8
巳
。
。
H
H
同
●
U
菅
8
掛
陣
ρ
（
難
O
O
嵩
ご
つ
一
〇
．
U
慧
。
ヨ
．
↓
3
ピ

　
H
H
阜
）
お
b
。
’
◎
。
ゆ
ω
∴
U
囚
爵
．
お
ト
。
”
一
濾
尋

⑩
　
も
D
o
剛
乙
簿
。
嘗
》
勲
費
○
こ
蓼
り
噛
Φ
一
∴
℃
馨
N
P
簿
■
勲
○
二
〇
Q
．
δ
①
概
・

⑨
　
譲
臨
6
9
峯
さ
ノ
N
●
Q
。
鯛
置
暗
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⑫
饗
3
窪
く
．
旨
き
奏
≦
冨
プ
肖
び
ぎ
ぎ
目
氏
＄
け
窪
鯵
畠
窪
窪
。
搾
冨
。
。

　
葺
唇
貧
口
臥
籠
卿
。
ぴ
囲
く
．
F
＜
．
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前
節
ま
で
に
眺
め
て
き
た
如
く
、
テ
凱
i
リ
ソ
バ
γ
、
東
風
辺
境

に
お
け
る
領
域
支
配
権
の
形
成
は
、
叙
任
権
闘
争
前
に
す
で
に
そ
の

傾
斜
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
世
俗
の
有
力
貴
族
は
、
そ
の
自
生

的
支
配
権
を
根
幹
と
し
て
、
グ
ラ
ー
フ
権
、
国
王
及
び
教
会
の
レ
…

ソ
な
ど
を
集
積
し
て
慮
己
の
権
力
を
高
貴
化
、
ま
た
拡
大
し
て
い
っ

た
。
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
は
、
力
将
リ

ン
グ
期
以
来
、
王
領
地
管
理
を
中
心
と
す
る
支
配
権
、
ま
た
そ
の
領

域
を
意
味
す
る
竜
の
で
あ
り
、
な
お
官
職
的
性
格
を
強
く
保
持
し
て

い
た
が
、
有
力
貴
族
家
は
そ
れ
を
世
襲
的
に
掌
握
し
て
、
そ
の
家
支

配
権
の
主
要
な
内
容
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
聖
職
貴

族
∵
も
ま
た
王
権
の
損
い
手
と
な
り
、
多
く
の
嵜
進
を
受
け
て
権
力
を

高
め
て
い
っ
た
。
特
に
聖
職
者
の
場
合
、
イ
ン
．
ム
ニ
テ
ー
ト
及
び
国

王
バ
ソ
の
獲
得
が
、
領
域
支
配
権
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
音
ゆ
味
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
貴
族
に
よ
る
権
力
の
展
開
竜
、
最

初
は
王
権
へ
の
依
存
度
が
強
か
っ
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
し
か
し

そ
の
発
展
は
、
或
は
エ
ッ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
に
典
型
を
み
る
如
く
、

す
で
に
顕
著
な
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
か
た
ち
を
示
す
も
の
も

あ
っ
た
し
、
ま
た
若
干
の
貴
族
家
は
、
後
の
ラ
ン
ト
形
成
へ
の
枠
を

整
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
9
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叙任灌闘争前のテユーリンゲソをこおける貴族支配制（早川）

　
な
お
、
こ
こ
で
叙
任
権
翻
争
直
前
期
に
お
け
る
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ

貴
族
支
配
制
の
展
開
を
ま
と
め
、
か
つ
闘
争
以
後
の
展
望
を
素
描
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
び
に
か
え
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
わ
れ
わ

れ
の
対
象
と
し
て
き
た
地
域
の
北
で
は
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
座

が
、
ノ
ル
ト
テ
ユ
ー
リ
ソ
グ
ガ
ウ
、
及
び
辺
境
域
に
て
同
司
教
管
区

の
南
北
に
所
領
を
ま
と
め
、
イ
ソ
ム
ニ
テ
ー
ト
領
域
を
形
成
し
て
い

た
。
隅
司
教
管
区
は
ま
た
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
辺
境
域
と
一
致
し
、
そ
こ
で

は
ホ
ッ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
の
支
配
領
域
と
隣
接
し
て
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
家

が
強
力
な
貴
族
支
配
制
を
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
。
次
に
そ
の
南
で
は
、

／
i
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
教
座
が
、
ホ
・
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ
を
含
む
同
司
教
管

区
内
を
三
っ
て
所
領
を
竜
ち
、
ま
た
そ
こ
で
国
王
バ
ソ
、
イ
ソ
ム
ニ

テ
ー
ト
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
教
会
に
よ
る
領
域
支
配
権

の
発
展
を
約
束
す
る
屯
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
更
に
そ
の
南
に
は
ナ
ウ

ム
ム
ブ
ル
ク
司
教
管
区
、
ま
た
そ
の
詣
東
に
は
マ
イ
セ
ソ
司
教
管
区
が

接
す
る
が
、
こ
こ
で
は
両
司
教
座
が
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
の
教
会

高
溶
政
策
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
展
開
を
開
始
せ
ん
と
し
て
い

る
。
以
上
の
三
司
教
管
区
に
ま
た
が
る
マ
イ
セ
ソ
辺
境
域
で
は
、
す

で
に
早
く
エ
ヅ
ケ
ハ
ル
デ
ィ
ソ
グ
家
が
そ
の
領
域
支
配
権
を
確
立
し

つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
同
家
の
断
絶
と
と
も
に
そ
れ
は
終
り
、
代
っ

て
オ
ス
ト
、
フ
ス
ィ
テ
ィ
ソ
両
ガ
ウ
を
A
口
わ
せ
て
ヴ
γ
イ
マ
！
ル
家

が
こ
こ
に
権
力
を
強
力
な
ら
し
め
た
が
、
そ
れ
も
一
〇
六
七
年
に
は

断
絶
し
た
。
し
か
し
て
こ
の
地
域
に
は
、
す
で
に
ザ
ク
セ
ン
中
部
に

て
支
配
権
を
展
開
し
終
え
て
い
た
ブ
ラ
ウ
ソ
シ
ュ
ヴ
げ
・
イ
ク
象
、
及

び
ザ
ク
セ
ン
北
部
に
て
権
力
を
ほ
こ
っ
て
い
た
シ
ュ
タ
ー
デ
家
の
登

場
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
で
は
、
西
に
ビ

ル
シ
ュ
タ
イ
ン
家
が
独
り
権
力
を
保
持
し
、
東
の
ホ
ヅ
ホ
ゼ
ー
ガ
ウ

で
は
、
ゴ
ー
ゼ
ッ
ク
家
の
支
配
領
域
が
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
家
の
そ
れ

に
南
で
接
し
て
い
た
。
し
か
し
て
テ
ユ
…
リ
ン
ゲ
ソ
の
南
で
は
、
ル

ド
ヴ
ィ
ソ
グ
家
、
及
び
ケ
ー
フ
ェ
ル
ソ
ブ
ル
ク
家
が
す
で
に
支
配
権

発
展
の
守
門
を
み
せ
て
い
る
。

　
さ
て
、
摂
政
期
に
一
時
後
退
し
た
王
権
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世

の
親
政
と
と
も
に
再
強
化
策
を
と
る
に
い
た
る
。
し
か
し
て
そ
の
政

策
は
、
ま
ず
ザ
ク
セ
ン
と
並
ん
で
テ
ユ
…
リ
ン
ゲ
ソ
に
町
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
国
王
政
策
の
第
一
は
、
斎
う
ま
で
も
な
く
す
で
に

蚕
蝕
さ
れ
た
王
領
地
の
再
編
成
で
あ
っ
た
。
ハ
ル
ツ
を
中
心
と
し
て
、

ザ
ク
セ
ン
、
テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ソ
地
域
に
は
、
、
カ
ロ
リ
ソ
グ
期
、
及
び

リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ソ
グ
家
に
由
来
す
る
王
領
地
が
豊
か
に
存
在
し
た
の

で
あ
る
。
王
権
は
こ
の
王
領
地
政
策
の
た
め
に
若
干
の
城
砦
を
建
設
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㊥

し
て
そ
の
拠
点
と
な
し
た
。
次
に
正
権
の
政
策
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

の
は
、
ザ
リ
エ
ル
朝
初
期
よ
り
み
ら
れ
る
帝
国
家
人
の
登
用
で
あ
っ

て
、
彼
ら
は
城
砦
の
尖
兵
と
し
て
王
領
地
守
護
、
経
営
に
た
ず
さ
わ

っ
た
。
ま
た
中
に
は
、
土
地
を
与
え
ら
れ
て
王
権
に
奉
仕
し
た
家
人

　
　
　
　
⑧

も
み
ら
れ
る
。
最
後
に
、
一
部
の
教
会
も
王
権
の
撞
い
手
と
な
っ
た
。

ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
、
マ
イ
セ
ソ
両
司
教
座
が
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
王
権
の
政
策
に
対
す
る
諸
貴
族
の
抵
抗
が
、
一
〇
七

〇
年
よ
り
始
ま
り
、
叙
任
権
闘
争
へ
と
展
開
し
て
い
く
ザ
ク
セ
ン
戦

争
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
に
は
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
ヴ
ェ
ル
ナ

！
芝
重
質
①
目
、
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
教
ウ
ェ
ル
ナ
ー
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ

家
、
ゴ
ー
ゼ
ッ
ク
家
、
ビ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
家
ら
の
有
力
貴
族
、
更
に

ケ
ー
フ
ェ
ル
ソ
グ
ル
ク
家
の
ジ
ッ
ツ
ォ
ー
及
び
ル
ド
ヴ
ィ
ソ
グ
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ベ
レ
ソ
ガ
…
切
興
窪
α
Q
興
ら
屯
参
加
し
た
。
な
お
、
　
マ
イ
セ
ソ
司

教
ベ
ソ
ノ
ー
切
。
諺
○
は
、
ザ
ク
セ
ン
戦
争
期
に
は
い
わ
ば
中
立
的

で
あ
り
、
そ
の
動
向
は
明
瞭
で
な
い
が
、
叙
任
権
闘
争
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
⑪

玉
権
に
敵
対
す
る
。
し
か
し
、
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
司
教
座
は
終
始
王
権

の
味
方
で
あ
っ
た
。

　
叙
任
権
闘
争
の
結
果
、
教
会
貴
族
は
帝
国
諸
侯
と
な
夢
、
そ
の
支

配
権
を
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
．
コ
ー
ゼ
ヅ
ク
家
、
ど

ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
家
は
こ
の
闘
争
期
に
後
退
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
代
っ
て
、
や
が
て
ケ
ー
フ
ェ
ル
ソ
ブ
ル
ク
家
を
始
め
と
す
る
新

し
き
グ
ラ
ー
フ
が
登
場
し
、
多
く
は
そ
の
居
所
た
る
ブ
ル
ク
の
名
を

冠
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
特
に
ル
ド
ヴ

ィ
ソ
グ
家
は
、
後
に
テ
誌
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
の
ラ
ン
ト
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ

ト
を
獲
得
し
、
テ
ユ
…
リ
ン
ゲ
ソ
全
域
に
全
権
を
得
て
ラ
ン
ト
を
形

成
す
る
。
ま
た
藺
争
期
前
よ
り
支
配
領
域
を
形
成
し
て
い
た
世
俗
貴

族
の
う
ち
」
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
塚
の
み
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
権
力
を
決

め
、
や
が
て
は
新
し
き
グ
ラ
ー
フ
家
の
権
力
を
も
集
中
し
な
が
ら
、
強

力
な
領
域
国
家
を
形
成
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
こ
の
間
の

貴
族
支
配
権
の
発
展
を
開
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
な
お
叙
任
権
闘

争
期
、
と
り
わ
け
コ
ソ
ラ
ー
ド
三
世
時
代
に
お
け
る
政
治
史
の
分
析

が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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・graiiting　’s’ 凾唐狽?ｍ，　’the　trdditionaHand　policy’bf　Pei一’　Wei，’　bY　obser－

ving　the　then　political　arid　’saoclal　circumstance’s．

The　Nobles’　System　in　Thuringia

before　the　lnvestituture　Conflict

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiya　Hayakawa

　The　symPtom　of　formation　of　Land　in　Germany　was　at　first　seen

in　the　nOrthern　Germany　without　any　establislied　power．　Such

tendency　was　especlally　predominant　in　Turingia　and　．the　nor－

thern　bofderland　which　was　included　in　the　Saxon　claR・；before

the　lnvestiture　Confict　chttrches　of　the　borderland　be6ame　executors・

of　ki’ng’s　policy，　were　richly　presented　by　kings，　and　also　gained．

immunity　and　lgings’　ban，．　estab12sbing　the　basis　of　the　power　by…

which　th’?ｙ　rttled　their　territories．　Also，・　powerful　vu｝gar　nobles．

based　on　their　hereditary　la．nd，　formed　their　independent　territories，

collecting　oMciai　posts，　Graf－right，　and　Lehen　；　some　of　them　formed

already　a　crude　but　Primary　Landesherschaft．

Ancient　Mirrors　and　Their　Relationship　to

　　　　　　　　　Early　Japanese　Culture

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sueji　Umehara

　　Chinese　bronze　mirrors　from　the　Early　Han　Dyna＄ty　have　been

found　in　large　number　in・Northern　Kyzasim2．　Mirrors　dating　to

the　period　around　the　turn　of　the　Christian　Era　have　been　re－

covered　in　．　even　more　extenslve　numbeils　and　have　cpme　t．o　light

at　si之es　in　Northern　Kyfisht2，　aibng　the　Inland　Sea　Coast　ofご磁8ρ加

and　Shikoleu，　and　Ki．nai　District．’　Recovery　sites　of　the　majority

of　mirrors　dating　from　the　Later　Han　Dyna’sty　and　the　“Three

Klngdoms”　Period　are　centered　in　Kinai　District，　and　extend

further　east　to　the　T61eai　and　even　to　the　Kant6．　Together　with

these　imported　mirrors，　a撫mber　of　Bδsei一曲6イ力製鏡mirrors　cas乞

（　958　）


